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高
麗
に
お
け
る
王
室
出
身
華
厳
宗
僧
侶
へ
の

国
師
号
追
贈
の
慣
例
成
立
に
つ
い
て

中　

村　
　

慎　

之　

介

　
　
　
　
　

一
、
関
心
の
所
在

　

高
麗
は
九
一
八
〜
一
三
九
二
年
の
足
掛
け
四
七
五
年
に
亘
り
、
現
在
の
朝
鮮
半
島
に
存
在
し
た
。
高
麗
に
お
い
て
仏
教
は
あ
ら
ゆ
る

階
層
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
社
会
の
安
定
に
寄
与
す
る
一
方
で
、
時
に
は
変
動
を
も
た
ら
す
原
動
力
と
も
な
っ
た
。
歴
代
の
高
麗

国
王
は
王
朝
の
繁
栄
と
安
定
の
た
め
に
仏
教
界
と
の
密
接
な
関
係
構
築
を
志
向
し
、
仏
教
界
は
世
俗
の
王
政
を
補
佐
し
て
王
朝
の
庇
護

の
も
と
で
興
隆
し
た
。

　

高
麗
王
朝
と
仏
教
の
相
互
補
完
的
関
係
を
端
的
に
示
す
事
例
と
し
て
、
南
東
信
（
二
〇
一
五
）
は
王
室
出
身
僧
侶
の
存
在
に
着
目
し

た
。
王
室
子
弟
の
出
家
は
、
高
麗
史
上
に
小
君
）
1
（

二
五
人
を
含
む
合
計
三
七
人
が
知
ら
れ
る
）
2
（

。
こ
の
う
ち
七
人
に
高
麗
仏
教
界
最
高
の
名

誉
職
で
あ
る
国
師
号
が
追
贈
さ
れ
た
が
、
最
初
の
証
通
国
師
（
法
相
宗
）
と
最
後
の
円
静
国
師
（
禅
宗
）
を
除
く
五
人
が
華
厳
宗
僧
侶
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
文
宗
（
在
位
一
〇
四
六
〜
一
〇
八
三
）
の
子
の
大
覚
国
師
義
天
、
粛
宗
（
在
位
一
〇
九
五
〜
一
一
〇
五
）
の
子
の
円
明
国

師
澄
儼
、
睿
宗
（
在
位
一
一
〇
五
〜
一
一
二
二
）
の
弟
帯
方
公
俌
の
子
の
玄
悟
国
師
宗
璘
、
仁
宗
（
在
位
一
一
二
二
〜
一
一
四
六
）
の
子
の
元

二
三
五
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敬
国
師
沖
曦
、
熙
宗
（
在
位
一
二
〇
四
〜
一
二
一
一
）
の
子
の
冲
明
国
師
覚
膺
で
あ
る
。

　

南
東
信
は
、
こ
の
五
人
が
い
ず
れ
も
一
一
世
紀
中
葉
〜
一
三
世
紀
中
葉
と
い
う
限
ら
れ
た
時
期
に
集
中
的
に
出
現
す
る
こ
と
に
注
目

し
て
、
王
位
を
継
承
し
な
い
王
族
が
出
家
し
て
華
厳
宗
僧
侶
と
な
り
入
寂
直
後
に
国
師
に
追
封
さ
れ
る
慣
例
（
以
下
「
慣
例
」
と
略
す
）
の

存
在
を
指
摘
し
た
（
南
東
信
二
〇
一
五
：
八
八
〜
九
〇
頁
）。
そ
し
て
、「
東
ア
ジ
ア
」
で
は
宗
教
と
世
俗
権
力
と
の
友
好
関
係
が
程
度
の
差

は
あ
れ
普
遍
的
現
象
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
留
意
し
た
う
え
で
、
と
り
わ
け
高
麗
に
お
い
て
は
「
慣
例
」
が
成
立
す
る
ほ
ど
に
王

権
と
仏
教
と
の
提
携
関
係
が
絶
妙
な
均
衡
の
も
と
で
安
定
し
て
継
続
し
た
と
評
価
し
、
こ
の
点
に
高
麗
の
特
徴
を
見
出
し
て
い
る
（
南

東
信
二
〇
一
五
：
一
一
二
頁
）。

　

南
東
信
が
指
摘
し
た
「
慣
例
」
の
存
在
そ
の
も
の
は
大
枠
で
認
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
「
慣
例
」
を
切
り
口
と
す
る
こ
と
で
高
麗
王

朝
と
仏
教
の
相
互
補
完
的
関
係
の
特
色
を
見
出
し
た
点
は
高
く
評
価
さ
れ
る
。
し
か
し
、
以
下
に
示
す
よ
う
に
、
氏
の
見
解
に
は
議
論

の
余
地
が
な
お
も
残
さ
れ
て
い
る
。

　

第
一
に
、
南
東
信
が
「
慣
例
」
成
立
の
前
提
と
し
て
示
す
「
王
室
が
法
相
宗
か
ら
華
厳
宗
へ
と
提
携
先
を
転
換
し
た
」
と
い
う
理
解

は
、
こ
れ
ま
で
通
説
と
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
後
に
詳
述
す
る
よ
う
に
こ
の
見
解
は
成
り
立
た
な
い
。
議
論
の
前
提

が
誤
っ
て
い
る
の
な
ら
ば
、「
慣
例
」
成
立
の
要
因
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

第
二
に
、
南
東
信
は
、
王
朝
に
よ
る
仏
教
統
制
策
と
い
う
一
側
面
に
偏
っ
た
議
論
に
終
始
し
て
、「
慣
例
」
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
国

師
号
の
取
得
が
、
仏
教
界
側
の
当
事
者
及
び
周
辺
関
係
者
に
と
っ
て
実
利
的
な
意
味
を
有
す
る
こ
と
を
度
外
視
し
て
い
る
。
高
麗
王
朝

と
仏
教
界
の
相
互
補
完
的
関
係
を
論
ず
る
に
は
、「
慣
例
」
を
希
求
し
た
仏
教
界
の
動
向
を
も
視
野
に
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ

二
三
六
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う
。

　

以
上
の
問
題
提
起
を
踏
ま
え
つ
つ
、
本
稿
で
は
ま
ず
「
王
室
が
法
相
宗
か
ら
華
厳
宗
へ
と
提
携
先
を
転
換
し
た
」
と
い
う
理
解
の
図

式
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
論
じ
、
次
い
で
国
師
号
の
実
利
的
側
面
を
確
認
し
、
義
天
の
出
家
（
一
〇
六
五
）
か
ら
澄
儼
へ
の
国
師
号
追

贈
（
一
一
四
一
）
ま
で
お
よ
そ
八
〇
年
に
亘
る
一
連
の
政
治
過
程
を
、
義
天
及
び
そ
の
門
徒
を
巡
る
問
題
に
引
き
付
け
て
で
き
る
だ
け
詳

細
に
跡
付
け
、「
慣
例
」
の
成
立
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
。
国
師
号
の
実
利
的
側
面
に
留
意
す
る
こ
と
で
初
め
て
、「
慣
例
」
は
高
麗
王

朝
と
仏
教
界
と
の
相
互
補
完
的
関
係
を
考
究
す
る
う
え
で
の
有
効
な
切
り
口
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

二
、
高
麗
王
室
の
提
携
宗
派
に
つ
い
て

　

最
初
に
、
南
東
信
が
想
定
し
て
い
る
「
王
室
が
法
相
宗
か
ら
華
厳
宗
へ
と
提
携
先
を
転
換
し
た
」
と
い
う
理
解
の
図
式
に
対
す
る
疑

問
を
提
起
し
た
い
。

　

王
室
子
弟
が
出
家
し
て
華
厳
宗
僧
侶
と
な
り
、
死
後
に
国
師
号
（
後
述
）
が
追
贈
さ
れ
る
「
慣
例
」
は
義
天
を
嚆
矢
と
す
る
。
大
覚

国
師
、
諱
は
煦
、
字
は
義
天
、
は
文
宗
と
仁
睿
太
后
の
第
四
子
と
し
て
文
宗
九
年
（
一
〇
五
五
）
に
生
を
享
け
た
。
文
宗
一
九
年
（
一
〇

六
五
）
に
華
厳
宗
の
爛
円
の
も
と
で
出
家
す
る
と
、
求
法
の
た
め
に
渡
宋
す
る
こ
と
を
志
し
、
宣
宗
二
年
（
一
〇
八
五
）
に
北
宋
へ
密
航

し
て
数
多
の
僧
侶
と
交
流
を
重
ね
、
帰
国
後
は
高
麗
に
天
台
宗
を
創
設
す
る
。
そ
し
て
広
く
遼
・
北
宋
・
日
本
よ
り
仏
教
関
連
書
籍
を

収
集
し
た
。
高
麗
華
厳
宗
の
総
本
山
と
な
る
開
京
（
開
城
）
の
興
王
寺
に
お
い
て
義
天
が
作
成
し
た
『
高
麗
続
蔵
経
』
や
『
新
編
諸
宗

教
蔵
総
録
』（
所
謂
『
義
天
録
』）
は
、
当
時
の
「
東
ア
ジ
ア
」
に
お
け
る
仏
教
の
状
況
を
知
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
貴
重
な
史
料
で
あ

二
三
七
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る
）
3
（

。
一
一
世
紀
末
か
ら
一
二
世
紀
初
頭
に
お
い
て
、
国
際
的
に
活
躍
し
、
高
麗
仏
教
界
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
の
が
義
天
で
あ
り
、

「
慣
例
」
は
高
麗
に
お
け
る
義
天
の
社
会
的
影
響
力
の
大
き
さ
の
一
端
を
示
す
現
象
と
理
解
さ
れ
よ
う
。

　

義
天
に
先
行
す
る
王
室
出
身
僧
侶
は
、
証
通
国
師
（
太
祖
（
在
位
九
一
八
〜
九
四
三
）
の
息
子
）
と
王
詢
（
後
に
還
俗
し
て
顕
宗
（
在
位
一
〇

〇
九
〜
一
〇
三
一
）
と
な
る
）
の
二
名
で
あ
り
、
一
般
に
両
者
は
法
相
宗
僧
侶
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
）
4
（

。
王
室
出
身
の
最
初
の
華
厳
宗

僧
侶
が
、
義
天
で
あ
っ
た
。

　

義
天
が
華
厳
宗
僧
侶
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
外
戚
の
仁
州
李
氏
と
法
相
宗
と
の
結
び
つ
き
を
牽
制
す
る
た
め
に
実
施
さ
れ
た

文
宗
の
仏
教
統
制
政
策
に
よ
る
と
み
る
崔
柄
憲
（
一
九
八
一
）
の
見
解
が
通
説
で
あ
る
。
崔
柄
憲
（
一
九
八
一
）
を
承
け
て
南
東
信
（
二
〇

一
五
）
は
、
義
天
の
出
家
に
よ
り
建
国
前
後
よ
り
王
室
と
密
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
法
相
宗
に
代
わ
り
、
新
た
に
華
厳
宗
へ
と
王
室
の

提
携
先
が
変
わ
っ
た
と
の
理
解
を
示
し
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
「
慣
例
」
に
つ
い
て
論
じ
た
。
高
麗
王
室
と
法
相
宗
の
密
接
な
関
係
が

建
国
前
後
に
ま
で
遡
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問
も
あ
る
が
）
5
（

、
義
天
が
出
家
し
た
当
時
、
法
相
宗
が
王
室
の
提
携
先
の
一
つ
で
あ
っ
た
点
は

首
肯
で
き
る
。
し
か
し
義
天
の
出
家
に
よ
り
そ
れ
が
華
厳
宗
に
全
面
的
に
変
わ
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
以
下
に
反
証
を
三
点
示
す
。

　
　
　
　
　
　
　

反
証
①
法
相
宗
の
韶
顕
の
も
と
で
文
宗
の
王
子
の
導
生
僧
統
窺
が
出
家
し
て
い
る
こ
と

　
「
金
山
寺
慧
徳
王
師
真
応
塔
碑
文
」（
李
智
冠
二
〇
〇
〇
b
：
二
〇
〜
三
五
頁
所
収
。
以
下
「
韶
顕
碑
文
」）
に
は
、
文
宗
と
延
徳
宮
主
（
仁
睿

太
后
）
の
間
に
生
ま
れ
た
王
子
の
窺
が
法
相
宗
僧
侶
の
韶
顕
の
も
と
で
出
家
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
）
6
（

。
窺
は
順
宗
・
宣
宗
・
粛
宗
・
義

天
ら
の
同
母
弟
で
あ
り
、
文
宗
二
四
年
（
一
〇
七
〇
）
に
出
家
し
た
（『
高
麗
史
』
巻
九
〇
、
列
伝
巻
三
、
宗
室
）。
韶
顕
は
生
家
の
仁
州
李
氏

二
三
八
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忠
賛

　
　
　
　
　
　
　

金
殷

（
安
山
金
氏
）
傅　
　
　
　
　
　
　

爛†
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
平
太
后　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

之†
印

　
　
　
　
　
　
　

安
孝
国

（
安
山
郡
大
夫
人
）

大
夫
人　
　
　
　
　
　
　

元
成
太
后　
　
　
　

徳＊
宗　
　
　
　
　

順＊
宗　
　
　
　
　
　
　
　
　

覚†
倪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　

靖＊
宗　
　
　
　
　

宣＊
宗　
　
　

献＊
宗　
　
　
　

覚†
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元
恵
太
后　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

粛＊
宗　
　
　

睿＊
宗　
　
　
　

仁＊
宗

　

李
許

（
仁
州
李
氏
）
謙　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

文＊　

宗　
　
　
　

義†
天　
　
　

大
原
公
侾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

顕＊　

宗　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　

窺†　
　
　
　

齊
安
公
偦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仁
睿
太
后　
　
　
　
　
　

帯
方
公
俌　
　

宗†
璘

　
　
　
　
　
　
　

翰　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

子
淵　
　
　
　
　
　
　
　

仁
敬
賢
妃　
　
　
　
　
　
　

澄†
儼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仁
節
賢
妃　
　
　
　
　
　
　
　

玄†
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

頲　
　
　
　
　
　

資
義　
　
　

智†
炤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

世†
良

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

顥　
　
　
　
　
　

資
謙　
　
　

義†
荘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

韶†
顕

※＊は高麗国王。
※†は僧侶。
※煩雑になるため最小限の人物のみを示した。

図 1．高麗系譜図　　安山金氏・仁州李氏
二
三
九
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の
経
済
力
や
政
治
力
を
背
景
に
、
高
麗
に
お
け
る
法
相
宗
の
極
盛
期
を
実
現
し
た
僧
侶
で
あ
る
）
7
（

。
義
天
が
出
家
し
て
か
ら
わ
ず
か
五
年

後
に
、
韶
顕
の
も
と
で
文
宗
が
王
子
の
窺
を
出
家
さ
せ
た
こ
と
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
文
宗
代
に
法
相
宗
か
ら
華
厳
宗
へ
と
提
携
先
が

転
換
し
た
と
す
る
の
は
疑
問
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

反
証
②
睿
宗
代
に
お
け
る
王
室
と
禅
宗
の
提
携

　

南
東
信
（
二
〇
一
五
：
一
〇
五
頁
）
は
、
澄
儼
の
実
兄
で
あ
る
睿
宗
が
華
厳
学
を
後
援
し
た
代
表
的
な
高
麗
国
王
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
、

根
拠
と
し
て
「
般
若
寺
元
景
王
師
碑
文
）
8
（

」
と
「
龍
寿
寺
開
創
碑
）
9
（

」
を
挙
げ
る
。
し
か
し
両
史
料
は
い
ず
れ
も
華
厳
宗
僧
侶
の
手
に
よ
っ

て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
華
厳
宗
に
都
合
の
よ
い
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い
る
可
能
性
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
睿
宗
の

息
子
の
う
ち
出
家
し
た
三
人
の
小
君
は
禅
宗
の
之
印
、
法
相
宗
の
覚
倪
）
10
（

と
覚
観
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
華
厳
宗
の
僧
侶
で
は
な
い
。
こ
の

う
ち
、
之
印
は
粛
宗
七
年
（
一
一
〇
二
）
に
生
ま
れ
睿
宗
五
年
（
一
一
一
〇
）
に
九
歳
で
出
家
し
て
い
る
）
11
（

。
覚
観
は
仁
宗
代
に
出
家
し
た

蓋
然
性
が
高
く
（
後
述
）、
覚
倪
の
出
家
年
は
不
詳
で
あ
る
。

　

之
印
が
禅
僧
と
な
っ
た
こ
と
は
、
王
室
と
禅
宗
の
提
携
を
意
味
し
よ
う
。
あ
た
か
も
王
室
と
の
提
携
を
華
厳
宗
が
独
占
し
た
か
の
如

き
論
調
は
支
持
し
が
た
い
。
金
秉
仁
（
二
〇
〇
三
：
九
〇
〜
九
八
頁
）
が
論
ず
る
よ
う
に
、
睿
宗
代
は
禅
宗
が
国
王
や
官
僚
と
の
結
び
つ

き
を
強
め
て
い
く
時
期
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

反
証
③
仁
宗
代
に
お
け
る
王
室
と
法
相
宗
の
提
携

二
四
〇
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王
室
と
仏
教
の
提
携
に
関
し
て
は
、
続
く
仁
宗
代
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
仁
宗
代
に
は
華
厳
宗

と
天
台
宗
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
義
天
の
塔
碑
（
高
僧
の
生
涯
を
記
録
し
、
該
当
僧
侶
の
墓
塔
に
付
随
す
る
記
念
碑
）
が
作
成
さ
れ
、
ま
た
華
厳

宗
の
王
子
僧
の
澄
儼
の
も
と
で
王
族
の
宗
璘
が
出
家
し
て
お
り
、
華
厳
宗
と
王
室
と
の
結
び
つ
き
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
法

相
宗
と
王
室
の
関
係
も
確
認
さ
れ
る
。

　

先
述
し
た
覚
観
は
、
睿
宗
一
六
年
（
一
一
二
一
）
に
睿
宗
と
長
信
宮
主
崔
氏
の
間
に
生
ま
れ
）
12
（

、
法
相
宗
の
徳
謙
の
も
と
で
出
家
し
た
小

君
で
あ
る
。
徳
謙
は
玄
化
寺
に
入
門
し
た
義
荘
（
李
資
謙
の
息
子
）
を
叱
責
し
た
こ
と
で
義
荘
に
憎
ま
れ
た
僧
侶
で
あ
り
、
仁
宗
四
年
（
一

一
二
六
）
に
発
生
し
た
李
資
謙
の
乱
が
鎮
圧
さ
れ
る
と
、
仁
宗
の
信
任
を
勝
ち
得
た
）
13
（

。
覚
観
を
徳
謙
の
も
と
で
出
家
さ
せ
た
こ
と
）
14
（

は
、

徳
謙
に
対
す
る
仁
宗
の
厚
い
信
頼
を
示
す
と
と
も
に
、
従
来
通
り
の
王
室
と
法
相
宗
の
提
携
が
存
続
し
て
い
た
、
或
い
は
志
向
さ
れ
た

こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

結
局
の
と
こ
ろ
、
現
存
す
る
史
料
を
確
認
す
る
限
り
、
義
天
の
出
家
以
降
に
「
王
室
が
法
相
宗
か
ら
華
厳
宗
へ
と
提
携
先
を
転
換
し

た
」
と
い
う
理
解
の
図
式
は
不
適
当
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

三
、
国
師
号
に
つ
い
て

　

高
麗
の
仏
教
政
策
を
特
徴
づ
け
る
も
の
の
一
つ
が
、
光
宗
代
（
在
位
九
四
九
〜
九
七
五
）
に
確
立
し
た
王
師
・
国
師
制
度
で
あ
る
。
王

師
と
国
師
は
高
麗
国
王
が
弟
子
の
礼
を
と
る
僧
侶
で
、
国
師
は
仏
教
界
の
序
列
一
位
、
王
師
は
序
列
二
位
に
位
置
し
た
。
た
だ
し
、
高

麗
前
期
（
九
一
八
〜
一
一
七
〇
年
）
に
お
い
て
王
師
は
実
質
的
権
限
を
持
つ
が
、
国
師
は
象
徴
的
存
在
に
過
ぎ
な
い
（
朴
胤
珍
二
〇
〇
六
a

二
四
一
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参
照
）。
す
な
わ
ち
国
師
は
名
目
上
の
高
麗
仏
教
界
の
頂
点
だ
が
名
誉
称
号
に
す
ぎ
ず
、
実
質
的
な
ト
ッ
プ
は
王
師
で
あ
っ
た
。

　

本
稿
で
は
、
名
誉
称
号
で
あ
る
国
師
号
の
実
利
的
な
側
面
に
注
目
す
る
。
王
師
・
国
師
制
度
が
確
立
し
た
光
宗
代
以
降
に
な
る
と
、

原
則
的
に
王
師
号
か
国
師
号
を
与
え
ら
れ
た
僧
侶
に
限
り
塔
碑
が
作
成
さ
れ
た
。

　

崔
鈆
植
（
二
〇
一
三
）
は
、
塔
碑
の
建
立
（
立
碑
）
は
高
僧
に
対
す
る
王
朝
の
顕
彰
行
為
に
と
ど
ま
ら
ず
、
塔
碑
作
成
の
関
係
者
の
利

害
関
係
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
と
論
じ
た
。
塔
碑
が
建
立
さ
れ
た
寺
院
で
活
動
し
て
い
る
当
該
国
師
の
門
徒
に
は
、
該
寺
院
に
対
す

る
住
持
職
の
独
占
的
継
承
が
認
め
ら
れ
た
た
め
）
15
（

、
弟
子
た
ち
は
王
朝
に
国
師
号
の
追
贈
と
塔
碑
作
成
を
求
め
た
。
す
な
わ
ち
、
王
師
と

国
師
と
を
媒
介
と
し
て
、
該
僧
侶
の
門
徒
と
寺
院
と
は
王
朝
が
与
え
る
特
権
に
あ
ず
か
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
国
師
号
追
贈
に
関
す
る
特
異
的
現
象
で
あ
る
「
慣
例
」
に
は
、
立
碑
を
伴
い
、
門
徒
に
対
し
て
王
朝
が
特
権
を
付
与
す

る
、
と
い
う
国
師
号
の
実
利
的
側
面
が
反
映
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

四
、「
慣
例
」
成
立
の
時
期

　

南
東
信
（
二
〇
一
五
）
は
義
天
の
登
場
に
「
慣
例
」
の
始
点
を
置
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
史
料
に
基
づ
く
厳
密
な
論
証
の
結
果
導
き
出

さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
文
宗
代
に
お
い
て
法
相
宗
か
ら
華
厳
宗
へ
提
携
宗
派
が
切
り
替
わ
っ
た
と
す
る
図
式
的
理
解
と
、
義
天
以
降

に
王
室
出
身
華
厳
宗
国
師
が
連
続
す
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
便
宜
的
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
慣
例
」
の
成
立
過
程
を

検
討
す
る
前
に
、
ど
の
時
点
を
も
っ
て
「
慣
例
」
成
立
と
す
る
か
、
筆
者
な
り
の
見
解
を
示
し
た
い
。

　

一
般
に
、
慣
例
と
は
前
例
を
踏
襲
し
続
け
る
営
み
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
重
要
な
の
は
、
前
例
を
踏
襲
す
る
意
向
の
有
無
で
あ
ろ
う
。

二
四
二
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王
室
子
弟
が
出
家
し
て
華
厳
宗
僧
侶
と
な
る
前
例
の
踏
襲
を
明
確
に
志
向
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
は
、「
瑞
峯
寺
玄
悟
国
師
碑
文
」

（
李
智
冠
二
〇
〇
〇
b
：
四
七
〇
〜
四
七
七
頁
所
収
。
以
下
「
宗
璘
碑
文
」）
で
あ
る
。
欠
損
が
多
く
判
然
と
し
な
い
が
、「
宗
璘
碑
文
」
に
よ
れ

ば
、
王
族
の
宗
璘
は
仁
宗
一
七
年
（
一
一
三
九
）
に
出
家
を
願
い
出
た
の
で
、
か
ね
て
「
大
覺
の
餘
風
、
人
の
嗣
を
得
る
無
き
」
こ
と
を

憂
慮
し
て
い
た
仁
宗
は
大
い
に
喜
び
、
澄
儼
に
命
じ
て
出
家
さ
せ
、
仁
宗
一
九
年
（
一
一
四
一
）
一
二
月
に
は
一
五
歳
に
し
て
仏
日
寺

（
開
京
）
に
お
い
て
受
戒
し
た
）
16
（

。「
大
覚
」
は
義
天
の
諡
号
で
あ
る
。
仁
宗
が
義
天
の
後
継
者
と
な
る
王
室
出
身
僧
侶
を
絶
や
さ
な
い
こ

と
を
望
み
、
義
天
門
徒
の
王
子
僧
で
あ
る
澄
儼
の
も
と
で
宗
璘
を
出
家
さ
せ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　

宗
璘
は
傍
系
出
身
で
あ
り
、
他
の
歴
代
王
室
出
身
華
厳
宗
僧
侶
と
比
べ
て
待
遇
が
悪
か
っ
た
。
南
東
信
（
二
〇
一
五
：
一
〇
六
〜
一
〇

七
頁
）
に
お
い
て
、
宗
璘
の
出
家
は
円
明
国
師
澄
儼
と
元
敬
国
師
沖
曦
と
い
う
二
人
の
王
子
僧
を
繋
ぐ
「
世
代
の
架
け
橋
」
で
あ
り
、

「
大
覺
の
餘
風
」
と
い
う
表
現
に
窺
え
る
よ
う
に
、
義
天
の
継
承
者
の
権
威
は
義
天
と
の
関
係
に
基
づ
き
付
加
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
評

価
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
卓
見
で
あ
ろ
う
。「
慣
例
」
は
義
天
に
関
す
る
伝
統
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
り
、
継
承
者
に
は
個
人
の
能
力
で

は
な
く
、
法
灯
と
血
筋
が
強
く
要
求
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

国
師
号
追
贈
を
含
む
、
死
後
の
待
遇
に
関
す
る
義
天
の
伝
統
の
継
承
と
い
う
点
で
は
、
澄
儼
死
後
の
待
遇
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

「
興
王
寺
円
明
国
師
墓
誌
銘
」（
李
智
冠
二
〇
〇
〇
b
：
二
二
六
〜
二
二
八
頁
所
収
。
以
下
「
澄
儼
墓
誌
」）
に
よ
れ
ば
、
澄
儼
は
宗
璘
を
出
家
さ

せ
て
二
年
後
の
仁
宗
一
九
年
に
五
二
歳
で
入
寂
し
た
。
死
後
ま
も
な
く
国
師
号
を
追
贈
さ
れ
た
澄
儼
は
、「
勑
し
て
吊
と
會
葬
と
、
一
に

大
覺
の
故
事
の
如
く
す
）
17
（

」
と
義
天
に
倣
っ
た
待
遇
を
受
け
た
。

　

一
般
に
、
高
麗
に
お
け
る
高
僧
の
塔
碑
の
作
成
は
、
①
当
該
僧
侶
が
生
前
に
遺
し
た
資
料
を
も
と
に
、
弟
子
が
行
状
を
作
成
す
る
。

二
四
三



46

東
　
　
洋
　
　
学
　
　
報

第
一
〇
四
巻
　

第
三
号

東洋学報　第104巻３号　高麗における王室出身華厳宗僧侶への国師号追贈の～　再念校

②
国
王
に
碑
文
作
成
を
上
奏
す
る
。
③
許
可
が
下
り
る
と
、
生
前
に
当
該
僧
侶
と
交
際
が
あ
り
、
文
章
作
成
に
秀
で
た
人
物
に
依
頼
し
、

行
状
を
も
と
に
碑
文
を
作
成
す
る
、
と
い
う
順
序
で
あ
る
）
18
（

。「
澄
儼
墓
誌
」
の
撰
文
は
塔
碑
と
同
様
に
王
命
に
よ
り
行
な
わ
れ
て
お
り
）
19
（

、

そ
の
制
作
過
程
は
塔
碑
に
準
じ
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
澄
儼
の
死
後
の
待
遇
に
関
す
る
記
述
内
容
は
、
澄
儼

の
門
弟
の
立
場
を
反
映
し
た
も
の
と
見
做
せ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
澄
儼
の
門
弟
と
王
朝
は
、
義
天
に
準
ず
る
待
遇
を
与
え
る
こ
と
が
澄
儼
に
対
す
る
供
養
で
あ
り
、
遺
さ
れ
た
門
弟
へ
の

栄
誉
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
前
例
を
踏
襲
す
る
意
向
の
有
無
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
仁
宗
と
澄
儼
こ
そ
が
「
慣
例
」
成
立

の
立
役
者
で
あ
っ
た
。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
澄
儼
に
国
師
号
が
追
贈
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
「
慣
例
」
の
成
立
と
す
る
。

　

こ
こ
で
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
澄
儼
に
代
表
さ
れ
る
義
天
の
門
徒
や
仁
宗
が
「
慣
例
」
を
必
要
と
し
た
理
由
で
あ
る
。
結
論

を
先
に
示
す
な
ら
ば
、
義
天
死
後
に
義
天
に
比
肩
す
る
人
材
を
輩
出
せ
ず
政
治
的
苦
境
に
陥
っ
た
義
天
の
門
徒
と
、
李
資
謙
の
乱
と
妙

清
の
乱
に
よ
り
仏
教
界
と
の
新
た
な
関
係
構
築
を
迫
ら
れ
た
仁
宗
の
利
害
関
係
が
一
致
し
た
こ
と
が
、「
慣
例
」
成
立
の
要
因
な
の
で
あ

る
。

　

次
節
以
降
で
は
、
義
天
生
前
と
死
後
に
時
期
を
二
分
し
て
、「
慣
例
」
成
立
に
至
る
高
麗
の
歴
史
展
開
を
確
認
し
、
高
麗
の
政
治
史
的

文
脈
に
「
慣
例
」
を
位
置
付
け
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
　
　

五
、
義
天
生
前
に
お
け
る
王
室
と
仏
教
界

二
四
四
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（
1
）
文
宗
代
か
ら
宣
宗
代
に
お
け
る
王
室
と
外
戚
の
協
調

　

文
宗
は
華
厳
宗
の
爛
円
の
も
と
で
義
天
を
、
法
相
宗
の
韶
顕
の
も
と
で
窺
を
、
そ
れ
ぞ
れ
出
家
さ
せ
て
い
る
。
爛
円
は
顕
宗
代
か
ら

有
力
な
外
戚
と
な
っ
た
安
山
金
氏
出
身
で
、
文
宗
の
母
・
元
恵
太
后
の
兄
弟
で
あ
る
。
ま
た
、
韶
顕
の
出
身
で
あ
る
仁
州
李
氏
は
安
山

金
氏
と
結
ば
れ
た
姻
戚
関
係
に
よ
っ
て
栄
達
の
途
を
開
い
た
（
藤
田
亮
策
一
九
六
三
：
三
九
八
〜
四
〇
〇
頁
）。
義
天
と
窺
は
韶
顕
に
と
っ
て

甥
に
あ
た
る
。
本
稿
で
は
、
王
子
僧
を
引
き
受
け
た
爛
円
と
韶
顕
が
共
に
外
戚
出
身
僧
侶
で
あ
る
点
に
着
目
す
る
。

　

南
東
信
（
二
〇
一
五
：
一
〇
三
頁
）
は
、
義
天
が
法
相
宗
で
は
な
く
華
厳
宗
の
僧
侶
と
な
っ
た
こ
と
を
「
明
ら
か
に
意
外
な
こ
と
で
あ
っ

た
」
と
評
し
、
王
室
が
法
相
宗
か
ら
華
厳
宗
へ
と
提
携
先
を
転
換
し
た
こ
と
を
強
調
す
る
。
し
か
し
、
前
述
の
如
く
、
王
室
が
法
相
宗

か
ら
華
厳
宗
へ
と
提
携
先
を
転
換
し
た
と
は
看
做
せ
な
い
。
ま
た
、
義
天
が
爛
円
の
も
と
で
出
家
し
た
こ
と
は
「
意
外
な
こ
と
」
と
は

言
え
な
い
。

　

高
麗
で
は
一
般
に
、
血
縁
関
係
を
有
す
る
僧
侶
の
も
と
で
出
家
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
（
朴
胤
珍
二
〇
〇
八
参
照
）。
義
天
が
出
家
し
た
文

宗
一
九
年
時
点
で
、
王
室
と
血
縁
関
係
を
有
す
る
僧
侶
の
中
で
最
も
年
齢
と
身
分
が
高
い
僧
侶
は
爛
円
で
あ
る
。
ま
た
、
当
時
の
国
師

の
海
鱗
で
は
な
く
、
王
師
の
爛
円
の
も
と
で
出
家
さ
せ
た
こ
と
は
、
名
目
上
の
ト
ッ
プ
で
あ
る
国
師
よ
り
も
、
実
質
的
な
ト
ッ
プ
で
あ

る
王
師
を
重
視
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
出
家
す
る
王
子
の
師
僧
と
し
て
最
も
相
応
し
い
人
物
は
爛
円
に
他
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。

　

義
天
出
家
時
の
状
況
を
整
理
す
る
と
、
義
天
が
華
厳
宗
僧
侶
と
な
っ
た
こ
と
は
当
然
の
帰
結
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
仮
に
従
来
の
研

究
の
よ
う
に
王
室
と
仁
州
李
氏
の
対
立
を
想
定
す
る
に
し
て
も
、
文
宗
代
に
そ
れ
が
妥
当
で
あ
る
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
文
宗
代

二
四
五
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の
王
室
と
仁
州
李
氏
の
関
係
を
象
徴
す
る
の
が
「
法
泉
寺
智
光
国
師
玄
妙
塔
碑
文
」（
李
智
冠
二
〇
〇
〇
a
：
三
四
八
〜
三
五
七
頁
所
収
。
以

下
「
海
鱗
碑
文
」）
で
あ
る
。

　

海
麟
（
後
に
海
鱗
と
改
名
。
本
稿
で
は
以
下
「
海
鱗
」
に
統
一
）、
字
は
巨
龍
、
俗
姓
は
元
氏
。
靖
宗
一
一
年
（
一
〇
四
五
）
に
僧
統
と
な
る

と
、
当
時
の
高
麗
き
っ
て
の
有
力
者
で
あ
る
李
子
淵
が
息
子
の
韶
顕
を
出
家
さ
せ
て
海
鱗
に
弟
子
入
り
さ
せ
た
）
20
（

。
韶
顕
の
出
家
は
「
韶

顕
碑
文
」
に
よ
る
と
文
宗
二
年
（
一
〇
四
八
）
で
あ
る
）
21
（

。
文
宗
八
年
（
一
〇
五
四
）
に
海
鱗
は
法
相
宗
の
総
本
山
で
あ
る
玄
化
寺
（
開
京
）

の
住
持
と
な
る
。
玄
化
寺
に
入
っ
た
夜
に
海
鱗
が
見
た
夢
は
、
海
鱗
が
国
師
へ
任
じ
ら
れ
る
こ
と
へ
の
重
要
な
伏
線
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
夢
と
は
、
海
鱗
が
一
人
の
僧
侶
と
一
緒
に
遊
び
、
傍
に
い
た
神
人
が
海
鱗
に
対
し
て
「
あ
な
た
は
国
師
、
あ
ち
ら
は
王
師
」
と
告

げ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
）
22
（

。
海
鱗
は
文
宗
一
〇
年
（
一
〇
五
六
）
に
王
師
に
任
じ
ら
れ
、
文
宗
一
二
年
（
一
〇
五
八
）
に
は
国
師
に
任
じ

ら
れ
る
。
果
た
せ
る
か
な
、
海
鱗
が
国
師
に
任
じ
ら
れ
た
の
と
同
時
に
王
師
に
任
じ
ら
れ
た
華
厳
宗
の
爛
円
こ
そ
が
、
嘗
て
夢
の
中
で

一
緒
に
遊
ん
だ
僧
侶
そ
の
人
で
あ
っ
た
と
い
う
）
23
（

。
こ
の
記
述
は
法
相
宗
と
華
厳
宗
が
提
携
し
て
国
王
を
支
え
る
こ
と
を
願
っ
た
一
文
と

解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
文
宗
二
一
年
（
一
〇
六
七
）
九
月
に
海
鱗
は
老
年
を
理
由
に
本
寺
の
法
泉
寺
（
原
州
）
へ
戻
り
（『
高
麗
史
』
巻

八
、
文
宗
二
一
年
九
月
丁
酉
条
）、
一
月
後
の
一
〇
月
二
三
日
に
亡
く
な
る
。
享
年
八
七
歳
、
僧
臘
七
二
年
）
24
（

。

　

海
鱗
が
入
寂
し
て
間
も
な
く
作
成
さ
れ
た
塔
碑
の
碑
陰
に
刻
ま
れ
た
歴
名
の
筆
頭
は
韶
顕
で
あ
り
、
二
番
目
が
王
窺
で
あ
る
。
こ
れ

は
南
東
信
（
二
〇
一
九
：
一
五
六
頁
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
海
鱗
の
塔
碑
の
建
立
が
王
室
と
仁
州
李
氏
両
家
の
全
面
的
支
援
を
受
け
て

推
進
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。「
海
鱗
碑
文
」
は
聖
俗
い
ず
れ
に
お
い
て
も
王
室
と
提
携
し
て
高
麗
の
王
権
を
支
え
る
こ
と
を
願
う
仁

州
李
氏
の
希
望
が
託
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
且
つ
そ
れ
を
王
室
が
受
け
容
れ
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
よ
う
。

二
四
六
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（
2
）
宣
宗
代
か
ら
献
宗
即
位
年
ま
で
の
王
室
と
仁
州
李
氏
の
関
係　
　

外
戚
勢
力
の
伸
長

　

し
か
し
宣
宗
一
〇
年
（
一
〇
九
三
）
頃
か
ら
献
宗
即
位
年
（
一
〇
九
四
）
に
か
け
て
、
一
時
的
に
外
戚
勢
力
が
強
く
な
り
、
上
述
し
た

均
衡
が
崩
れ
る
。
王
室
と
仁
州
李
氏
の
対
立
、
と
い
う
従
来
の
理
解
が
部
分
的
に
適
用
可
能
と
な
る
の
は
、
こ
の
時
期
以
降
で
あ
ろ
う
。

　

義
天
は
宣
宗
二
年
（
一
〇
八
五
）
に
北
宋
へ
留
学
し
、
宣
宗
三
年
（
一
〇
八
六
）
に
帰
国
す
る
と
、
父
の
文
宗
が
開
京
に
創
建
し
た
興

王
寺
の
住
持
と
な
り
、
華
厳
宗
の
改
革
と
天
台
宗
創
設
と
を
目
指
し
た
が
、
義
天
の
活
動
は
容
易
に
は
進
ま
な
か
っ
た
。
義
天
へ
の
支

援
と
し
て
、
母
の
仁
睿
王
后
の
命
に
よ
り
宣
宗
六
年
（
一
〇
八
九
）
一
〇
月
に
国
清
寺
の
建
設
が
始
ま
っ
た
が
、
五
ヶ
月
後
の
宣
宗
七
年

三
月
に
は
中
断
と
な
る
。
そ
し
て
宣
宗
九
年
（
一
〇
九
二
）
九
月
に
庇
護
者
の
仁
睿
王
后
が
亡
く
な
り
、
さ
ら
に
宣
宗
が
体
調
を
崩
す
よ

う
に
な
る
と
、
外
戚
の
李
資
義
が
政
治
の
中
心
と
な
る
。
宣
宗
一
一
年
（
一
〇
九
四
）
五
月
に
宣
宗
が
亡
く
な
る
と
、
齢
一
一
歳
の
献
宗

（
在
位
一
〇
九
四
〜
一
〇
九
五
）
が
即
位
し
て
李
資
義
に
よ
る
外
戚
政
治
が
本
格
化
し
た
。
李
資
義
は
権
力
を
握
る
に
あ
た
り
仏
教
界
の
掌

握
を
行
な
い
、
法
相
宗
の
総
本
山
の
玄
化
寺
に
は
李
資
義
の
叔
父
の
韶
顕
と
弟
の
世
良
が
、
華
厳
宗
の
総
本
山
で
あ
る
興
王
寺
に
は
息

子
の
智
炤
が
、
そ
れ
ぞ
れ
勢
力
を
伸
張
し
た
（
崔
柄
憲
一
九
八
六
：
六
〇
頁
、
崔
柄
憲
二
〇
〇
六
：
六
七
頁
）。

　

一
方
で
、
義
天
は
宣
宗
一
一
年
二
月
に
興
王
寺
を
追
わ
れ
て
興
王
寺
近
隣
の
洪
円
寺
）
25
（

に
退
い
て
い
た
が
、
宣
宗
が
亡
く
な
る
同
年
五

月
に
は
伽
倻
山
の
海
印
寺
へ
と
退
去
し
、
天
台
宗
創
設
も
一
時
中
断
と
な
っ
た
。
献
宗
は
即
位
後
に
義
天
を
招
致
し
た
が
、
義
天
は
王

命
を
拒
絶
し
て
い
る
）
26
（

。
こ
れ
は
興
王
寺
に
お
け
る
智
炤
の
勢
力
を
忌
避
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

李
資
義
を
中
心
と
し
た
外
戚
勢
力
が
聖
俗
両
面
に
お
い
て
主
導
権
を
握
る
、
こ
う
し
た
状
況
が
急
変
す
る
の
が
、
文
宗
の
王
子
で
あ

二
四
七
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る
王
煕
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
ー
と
王
位
の
簒
奪
で

あ
っ
た
。

　
　
　
（
3
）
粛
宗
の
即
位
と
義
天

　

李
資
義
が
妹
の
元
信
宮
主
と
宣
宗
の
間
に
生

ま
れ
た
王
昀
を
王
位
に
就
け
る
企
て
を
し
た
と

し
て
、
献
宗
元
年
（
一
〇
九
五
）
七
月
に
王
煕
は

武
力
蜂
起
し
、
外
戚
政
治
を
展
開
し
て
い
た
李

資
義
と
そ
の
一
党
を
殺
害
し
、
そ
の
後
即
位
し

て
粛
宗
と
な
っ
た
（
李
資
義
の
乱
）。
こ
の
時
に

処
刑
さ
れ
た
人
物
の
一
人
に
智
炤
が
い
る
（『
高

麗
史
』
巻
一
二
七
、
列
伝
巻
四
〇
、
叛
逆
、
李
資
義

伝
）。

　

王
煕
の
蜂
起
に
よ
り
政
治
の
中
心
人
物
と
そ

の
一
派
を
失
っ
た
高
麗
で
は
、
各
勢
力
が
身
の

処
し
方
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。「
韶
顕
碑

文
」
に
は
、
王
煕
が
李
資
義
を
排
除
し
即
位
す

※*は高麗国王。
※†は僧侶。
※ 煩雑になるため最小限の人物のみを示した。

図 2．李子淵の子孫と高麗の王室
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二
四
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る
や
、
韶
顕
を
招
い
て
『
仁
王
経
』
を
講
じ
さ
せ
、
粛
宗
の
「
天
祚
の
業
を
祈
ら
せ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
）
27
（

。
玄
化
寺
住
持
と
し
て
法

相
宗
を
率
い
る
立
場
に
い
た
韶
顕
は
、
粛
宗
に
排
斥
さ
れ
た
仁
州
李
氏
に
生
ま
れ
た
か
ら
こ
そ
、
自
身
の
親
族
を
惨
殺
し
た
張
本
人
で

あ
る
粛
宗
に
恭
順
の
意
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
で
、
李
資
義
が
権
力
を
握
っ
た
宣
宗
末
か
ら
献
宗
即
位
年
に
か
け
て
、
政
治
的
立
場
が
急
激
に
悪
化
し
て
首
都
の
開
京
か
ら
離

れ
た
義
天
は
、
粛
宗
の
招
聘
を
受
け
容
れ
て
興
王
寺
住
持
に
復
帰
す
る
と
、
粛
宗
の
政
権
を
聖
俗
両
面
か
ら
支
え
た
）
28
（

。
一
旦
中
止
と
な
っ

た
国
清
寺
建
設
事
業
が
い
つ
再
開
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
粛
宗
二
年
（
一
〇
九
七
）
二
月
に
国
清
寺
は
落
成
す
る
（『
高
麗
史
』
巻

一
一
、
粛
宗
二
年
二
月
条
）。
そ
し
て
義
天
は
五
月
に
国
清
寺
住
持
と
な
り
、
初
め
て
天
台
教
学
を
講
じ
た
）
29
（

。
こ
の
よ
う
に
、
粛
宗
代
に
な

る
と
義
天
は
天
台
宗
創
設
や
華
厳
宗
内
部
に
お
け
る
理
論
改
革
な
ど
の
高
麗
仏
教
界
の
改
革
を
実
施
し
た
。
義
天
の
天
台
宗
創
設
事
業

が
粛
宗
の
強
力
な
支
援
に
よ
っ
て
再
開
さ
れ
実
現
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
、「
僊
鳳
寺
大
覚
国
師
碑
文
」（
李
智
冠
二
〇
〇
〇
b
：
一

八
〇
〜
一
八
八
頁
所
収
。
以
下
「
僊
鳳
寺
碑
」）
の
碑
陰
（
以
下
「
僊
鳳
寺
碑
陰
」）
の
次
の
記
述
か
ら
確
認
し
た
い
。

故
に
居
頓
・
神
□
・
靈
巖
・
高
逹
・
智
谷
の
五
法
眷
の
名
公
學
徒
は
、
命
に
因
り
て
會
合
す
。
其
の
外 

大
覺
門
下
に
直
投
せ
る
諸

山
の
名
公
學
徒
は
三
百
餘
人
。
前
の
五
門
學
徒
と
與と
も

に
、
無
慮
一
千
人
）
30
（

。

　

原
文
「
因　

命
會
合
」
の
空
格
は
国
王
の
行
為
に
対
し
て
施
さ
れ
る
の
で
、
会
合
を
命
じ
た
の
は
粛
宗
で
あ
る
と
解
釈
せ
ね
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
時
の
国
清
寺
の
構
成
員
は
約
一
〇
〇
〇
人
で
、
主
に
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
た
と
理
解
さ
れ
る
（
崔
箕
杓
二
〇
〇
六
：

三
六
一
〜
三
六
二
頁
）。
一
つ
は
粛
宗
の
命
令
で
合
流
し
た
居
頓
寺
・
神
□
寺
・
霊
巖
寺
・
高
達
寺
・
智
谷
寺
の
五
山
の
僧
侶
た
ち
約
七

〇
〇
人
で
あ
り
、
義
天
の
天
台
教
学
に
対
し
て
思
想
的
に
親
和
性
が
あ
っ
た
禅
宗
の
一
派
で
あ
る
法
眼
宗
の
僧
侶
た
ち
と
さ
れ
る
（
崔

二
四
九
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柄
憲
一
九
八
六
：
六
〇
〜
六
二
頁
）。
も
う
一
つ
は
義
天
に
直
接
弟
子
入
り
し
た
禅
僧
約
三
〇
〇
人
で
、
徳
麟
・
翼
宗
・
景
蘭
・
連
妙
の
四

人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
門
徒
を
率
い
て
参
与
し
た
）
31
（

。
後
者
の
グ
ル
ー
プ
は
天
台
宗
開
創
当
初
か
ら
の
核
心
的
勢
力
で
あ
り
、
後
に
僊
鳳
寺
を

拠
点
と
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

そ
し
て
、
粛
宗
六
年
（
一
一
〇
一
）
に
天
台
宗
の
僧
科
が
は
じ
め
て
実
施
さ
れ
る
）
32
（

な
ど
、
天
台
宗
創
設
が
軌
道
に
乗
っ
た
矢
先
に
義
天

は
亡
く
な
る
。
粛
宗
は
聖
俗
両
面
か
ら
政
権
を
支
え
た
義
天
に
対
し
、
仏
を
意
味
す
る
「
大
覚
」
と
い
う
諡
と
国
師
号
と
を
追
贈
す
る

の
で
あ
っ
た
）
33
（

。

　
　
　
　
　

六
、
義
天
死
後
か
ら
睿
宗
代
に
お
け
る
義
天
の
門
徒

　

先
学
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
義
天
死
後
に
遺
さ
れ
た
義
天
の
門
徒
は
た
び
た
び
苦
境
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
義
天
に
対
し
て
理

解
あ
る
強
権
的
な
国
王
の
粛
宗
が
存
命
の
う
ち
は
顕
在
化
し
な
か
っ
た
争
い
の
火
種
は
、
粛
宗
一
〇
年
（
一
一
〇
五
）
に
同
王
が
亡
く
な

る
と
、
一
気
に
燃
え
上
が
る
。
華
厳
宗
の
義
天
の
門
徒
が
義
天
死
後
に
苦
境
を
迎
え
た
の
は
、
他
で
も
な
い
義
天
生
前
の
言
動
に
原
因

が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
崔
柄
憲
一
九
八
〇
、
許
興
植
一
九
九
四
：
六
〇
頁
）。
そ
れ
で
も
な
お
、
義
天
が
亡
く
な
っ
た
時
点
の
華
厳
宗

に
は
、
粛
宗
の
息
子
で
あ
る
澄
儼
と
玄
応
）
34
（

に
加
え
、
義
天
の
高
弟
で
後
に
王
師
や
国
師
に
任
じ
ら
れ
る
楽
真
と
戒
膺
が
健
在
で
あ
り
、

王
朝
と
の
強
い
繋
が
り
を
維
持
で
き
た
。

　

伝
統
と
基
盤
の
あ
る
華
厳
宗
と
比
較
す
る
と
、
新
設
さ
れ
た
天
台
宗
に
お
け
る
義
天
の
死
の
影
響
は
甚
大
で
あ
っ
た
。
崔
箕
杓
（
二

〇
〇
六
）
が
論
ず
る
よ
う
に
、
義
天
が
入
寂
す
る
と
天
台
宗
内
最
大
の
派
閥
の
旧
五
山
出
身
僧
侶
七
〇
〇
人
余
り
が
本
寺
に
戻
り
、
国

二
五
〇
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清
寺
に
遺
さ
れ
た
の
は
、
義
天
に
直
接
弟
子
入
り
し
た
た
め
寄
る
辺
が
な
い
三
〇
〇
人
余
り
の
弟
子
で
あ
っ
た
。
後
者
に
対
す
る
支
援

と
し
て
、
粛
宗
一
〇
年
に
は
教
雄
が
覆
講
師
に
任
じ
ら
れ
、
国
清
寺
の
門
徒
に
義
天
の
教
学
を
講
義
し
た
。
覆
講
師
は
義
天
が
生
前
に

行
な
っ
た
講
義
を
繰
り
返
す
の
が
役
割
で
あ
っ
た
（
以
上
、
崔
箕
杓
二
〇
〇
六
：
三
六
一
〜
三
六
二
頁
）。
し
か
し
、
数
年
後
に
教
雄
の
本
来

の
師
匠
で
あ
っ
た
翼
宗
が
入
寂
す
る
と
、
宗
派
内
に
敵
対
者
が
現
れ
、
教
雄
は
洪
州
白
嵓
寺
に
左
遷
さ
れ
て
七
年
間
そ
こ
で
の
生
活
を

余
儀
な
く
さ
れ
る
。
教
雄
が
白
嵓
寺
に
左
遷
さ
れ
た
の
は
睿
宗
三
年
（
一
一
〇
八
）
前
後
で
あ
る
が
、
先
述
し
た
楽
真
が
睿
宗
九
年
（
一

一
一
四
）
に
王
師
に
任
命
さ
れ
る
と
（『
高
麗
史
』
巻
一
三
、
睿
宗
九
年
三
月
癸
巳
条
）、
翌
年
澄
儼
が
睿
宗
に
教
雄
を
推
薦
し
た
た
め
、
教

雄
は
三
重
大
師
に
任
じ
ら
れ
開
京
近
辺
に
戻
る
こ
と
が
で
き
た
）
35
（

。

　

義
天
亡
き
後
の
高
麗
天
台
宗
は
、
義
天
を
頼
み
と
し
た
一
派
が
主
導
権
を
握
る
こ
と
が
で
き
ず
、
分
裂
傾
向
に
あ
っ
た
。
楽
真
が
王

師
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
で
高
麗
仏
教
界
に
重
き
を
な
し
た
華
厳
宗
の
義
天
門
徒
た
ち
は
、
苦
境
に
陥
る
天
台
宗
の
義
天
門
徒
の
救
済
を

行
な
っ
た
。
楽
真
が
睿
宗
一
四
年
（
一
一
一
九
）
に
亡
く
な
る
と
、
そ
の
後
は
澄
儼
が
華
厳
・
天
台
両
宗
派
に
お
け
る
義
天
の
門
徒
の
地

位
保
全
に
動
く
。
仁
宗
代
に
お
け
る
澄
儼
の
活
躍
は
、
義
天
の
塔
碑
建
立
と
「
慣
例
」
成
立
に
集
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
義

天
の
権
威
に
縋
ろ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

七
、
義
天
の
塔
碑
建
立
と
澄
儼

　

先
述
の
如
く
、
国
師
号
の
追
贈
は
立
碑
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
国
師
号
が
贈
ら
れ
た
僧
侶
の
生
涯
を
記
し
た
塔
碑
が
建
て
ら
れ
る

こ
と
は
、
そ
の
門
徒
に
対
す
る
王
朝
の
恩
恵
で
あ
り
、
名
誉
称
号
で
あ
る
国
師
号
追
贈
の
特
典
と
し
て
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。二

五
一
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義
天
に
は
死
後
に
三
度
塔
碑
が
作
成
さ
れ
た
。
複
数
の
塔
碑
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
は
異
例
で
あ
る
。
最
初
に
作
成
さ
れ
た
尹
瓘
撰
「
霊

通
寺
碑
」（
粛
宗
七
年
（
一
一
〇
二
）
撰
述
）
は
現
存
せ
ず
、
現
存
す
る
の
は
金
富
軾
撰
「
霊
通
寺
碑
」（
仁
宗
三
年
（
一
一
二
五
）
撰
述
、
仁

宗
一
一
年
（
一
一
三
三
）
立
碑
）
と
林
存
撰
「
僊
鳳
寺
碑
」（
仁
宗
九
年
（
一
一
三
一
）
撰
述
、
仁
宗
一
四
年
（
一
一
三
六
）
碑
陰
撰
述
、
仁
宗
一
五

年
（
一
一
三
七
）
立
碑
）
で
あ
る
。
現
存
す
る
金
富
軾
撰
「
霊
通
寺
碑
」
と
林
存
撰
「
僊
鳳
寺
碑
」
は
、
前
者
が
華
厳
宗
、
後
者
が
天
台

宗
の
義
天
の
門
徒
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
記
述
内
容
が
相
互
補
完
的
で
あ
り
、
華
厳
・
天
台
両
宗
派
の
協
力
関
係
が
想
定
さ
れ

る
（
崔
鈆
植
一
九
九
三
：
四
九
頁
）。
以
下
で
は
、
現
存
す
る
金
富
軾
撰
「
霊
通
寺
碑
」
と
林
存
撰
「
僊
鳳
寺
碑
」
の
作
成
に
至
る
歴
史
的

展
開
を
確
認
す
る
。

　

義
天
の
死
か
ら
現
存
す
る
「
霊
通
寺
碑
」
が
建
立
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
①
睿
宗
代
に
尹
瓘
撰
「
霊
通
寺
碑
」
の
抹
殺
と
金
富
軾
に
よ

る
新
た
な
碑
文
作
成
が
決
定
す
る
。
②
仁
宗
三
年
に
澄
儼
の
上
奏
を
受
け
て
再
度
金
富
軾
撰
「
霊
通
寺
碑
」
作
成
が
決
定
す
る
）
36
（

。
③
仁

宗
一
一
年
に
立
碑
、
と
い
う
経
過
を
辿
っ
た
。

　

ま
ず
、
①
睿
宗
代
に
尹
瓘
撰
「
霊
通
寺
碑
」
の
抹
殺
と
金
富
軾
に
よ
る
新
た
な
碑
文
作
成
が
決
定
し
た
背
景
を
確
認
す
る
。『
高
麗

史
』
巻
九
六
、
列
伝
巻
九
、
諸
臣
、
尹
瓘
伝
附
彦
頤
伝
に
は
仁
宗
一
三
年
（
一
一
三
五
）
に
発
生
し
た
妙
清
の
乱
）
37
（

の
一
齣
と
し
て
、
以
下

の
記
事
が
収
録
さ
れ
る
。

妙
淸
叛
す
。
詔
し
て
金
富
軾
・
任
元
敱
を
以
て
帥
と
爲
し
、
彥
頤
を
佐
と
爲
し
て
こ
れ
を
討
つ
。
是
に
先
ん
じ
て
、
瓘 

詔
を
奉
じ

て
「
大
覺
國
師
碑
」
を
撰
す
。
工た
く
みな
ら
ず
。
其
の
門
徒
密
に
王
に
白
し
、
富
軾
を
し
て
改
撰
せ
し
む
。
時
に
瓘
は
相
府
に
在
る
も
、

富
軾
は
讓
ら
ず
。
遂
に
撰
す
。
彥
頤 

心
に
こ
れ
を
嗛う
ら

む
。
一
日
、
王 

國
子
監
に
幸
し
、
富
軾
に
命
じ
て
『
易
』
を
講
ぜ
し
め
、
彥

二
五
二
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頤
を
し
て
問
難
せ
し
む
。
彥
頤
は
頗
る
『
易
』
に
精く
わ

し
く
、
辨
問
縱
橫
、
富
軾
は
應
答
に
難
じ
て
、
汗
流 

面
を
被
う
。
彥
頤 

幕
下

と
爲
る
に
及
び
、
富
軾
奏
す
ら
く
「
彥
頤
は
鄭
知
常
と
、
深
く
相
い
結
納
す
。
罪
赦
す
べ
か
ら
ず
」。
是
に
於
い
て
、
梁
州
防
禦
に

貶
す
）
38
（

。

　

尹
瓘
撰
「
霊
通
寺
碑
」
の
文
飾
が
巧
み
で
な
い
と
義
天
の
門
徒
が
睿
宗
に
上
奏
し
た
こ
と
で
、
金
富
軾
を
撰
者
と
す
る
新
た
な
碑
文

作
成
が
決
定
さ
れ
た
。
尹
瓘
の
息
子
の
尹
彦
頤
は
そ
の
こ
と
に
よ
り
金
富
軾
と
対
立
し
た
と
い
う
。「
相
府
」
は
宰
相
府
、
す
な
わ
ち
中

書
門
下
を
指
す
。
高
麗
の
中
書
門
下
の
宰
相
（
宰
臣
）
は
、
狭
義
に
は
門
下
侍
中
・
門
下
侍
郎
・
中
書
侍
郎
の
三
者
で
あ
る
が
（
矢
木
毅

二
〇
〇
八
：
七
五
・
八
〇
頁
）、
尹
瓘
は
粛
宗
一
〇
年
（
一
一
〇
五
）
か
ら
中
書
侍
郞
同
平
章
事
に
、
睿
宗
三
年
（
一
一
〇
八
）
か
ら
門
下
侍

中
と
な
っ
て
い
る
（『
高
麗
史
節
要
』
巻
七
、
粛
宗
一
〇
年
一
一
月
条
、
睿
宗
三
年
夏
四
月
条
）。
原
文
中
の
「
王
」
は
睿
宗
を
指
す
の
で
、「
在

相
府
」
は
睿
宗
即
位
年
（
一
一
〇
五
）
か
ら
尹
瓘
が
亡
く
な
る
睿
宗
六
年
（
一
一
一
一
）
ま
で
の
七
年
間
が
該
当
す
る
。
仁
宗
三
年
に
澄

儼
が
新
た
な
「
霊
通
寺
碑
」
作
成
を
求
め
て
上
奏
し
た
の
は
、
睿
宗
代
の
決
定
事
項
の
履
行
を
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

崔
箕
杓
（
二
〇
〇
六
：
三
五
六
〜
三
五
七
頁
）
は
、
尹
瓘
撰
「
霊
通
寺
碑
」
が
抹
殺
さ
れ
た
の
は
女
真
勢
力
の
強
大
化
に
伴
い
高
麗
が
金

へ
臣
従
し
た
と
い
う
国
際
情
勢
の
変
化
が
要
因
で
あ
る
と
論
じ
た
。
金
は
睿
宗
一
二
年
（
一
一
一
七
）
三
月
に
高
麗
へ
国
書
を
送
り
、
兄

弟
の
関
係
に
擬
し
た
和
親
を
求
め
、
仁
宗
三
年
に
遼
を
滅
ぼ
し
た
後
に
は
高
麗
に
対
し
て
事
大
の
礼
を
強
要
し
た
の
で
、
高
麗
は
李
資

謙
の
主
導
の
も
と
金
へ
の
臣
事
を
決
め
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
睿
宗
代
に
女
真
に
対
す
る
遠
征
を
実
行
し
た
尹
瓘
の
名
前
が
金
の
逆
鱗

に
触
れ
る
可
能
性
を
考
慮
し
、
女
真
（
金
）
の
宿
敵
で
あ
る
尹
瓘
の
存
在
を
消
し
て
、
対
金
和
平
論
者
で
あ
る
金
富
軾
に
命
じ
て
新
た

な
「
霊
通
寺
碑
」
が
再
作
成
さ
れ
た
、
と
理
解
す
る
。
し
か
し
崔
箕
杓
（
二
〇
〇
六
）
の
理
解
は
以
下
の
二
点
に
つ
い
て
疑
問
が
あ
る
。

二
五
三
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第
一
に
、
崔
箕
杓
（
二
〇
〇
六
）
の
議
論
は
、
ま
ず
「
金
へ
の
奉
表
称
臣
の
議
論
開
始
」、
そ
の
後
に
「
新
た
な
「
霊
通
寺
碑
」
作
成
」

と
い
う
前
後
関
係
で
な
く
て
は
成
り
立
た
な
い
。
し
か
し
、
両
者
は
い
ず
れ
も
仁
宗
三
年
の
出
来
事
で
は
あ
る
が
、
そ
の
正
確
な
前
後

関
係
を
現
存
す
る
史
料
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

第
二
に
、
仁
宗
代
一
代
に
亘
り
、
金
と
の
外
交
関
係
構
築
を
巡
っ
て
対
金
宥
和
派
と
対
金
強
硬
派
の
間
で
議
論
が
な
さ
れ
続
け
た
こ

と
を
度
外
視
し
て
い
る
。
仁
宗
四
年
三
月
に
反
対
派
の
意
見
を
押
し
切
り
金
へ
の
奉
表
称
臣
を
決
定
し
た
李
資
謙
は
間
も
な
く
没
落
し
、

そ
の
後
に
政
界
の
中
心
と
な
っ
た
金
富
軾
・
富
儀
兄
弟
ら
も
対
金
慎
重
路
線
を
主
張
し
た
が
（
豊
島
悠
果
二
〇
一
七
：
二
七
六
〜
二
七
七

頁
）、
高
麗
に
お
け
る
金
へ
の
抵
抗
感
は
容
易
に
は
払
拭
さ
れ
ず
、
仁
宗
五
年
以
降
に
は
対
金
強
硬
派
の
妙
清
・
鄭
知
常
ら
が
仁
宗
の
支

持
を
獲
得
し
た
。
こ
の
よ
う
に
仁
宗
代
に
お
け
る
金
へ
の
対
応
は
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

　

以
上
の
二
点
を
踏
ま
え
る
と
、
外
交
方
針
の
変
化
が
新
た
な
碑
文
作
成
の
要
因
で
あ
っ
た
と
結
論
付
け
る
の
は
、
少
な
く
と
も
現
時

点
で
は
性
急
と
考
え
る
。
尹
瓘
撰
「
霊
通
寺
碑
」
が
抹
殺
さ
れ
た
要
因
に
関
し
て
は
、
塔
碑
そ
の
も
の
の
性
質
に
即
し
て
考
え
る
必
要

が
あ
る
。
高
麗
で
は
塔
碑
の
撰
者
な
ど
の
関
係
者
が
社
会
的
名
誉
を
失
う
と
、
塔
碑
は
倒
さ
れ
る
か
壊
さ
れ
た
（
崔
柄
憲
一
九
八
八
：
九

八
〜
一
〇
〇
頁
）。
尹
瓘
は
晩
年
に
あ
た
る
睿
宗
四
〜
五
年
に
か
け
て
、
対
女
真
政
策
失
敗
の
責
任
を
問
わ
れ
て
弾
劾
を
受
け
、
一
時
的

に
免
官
と
功
臣
号
削
除
の
処
分
を
受
け
て
い
る
（『
高
麗
史
節
要
』
巻
七
、
睿
宗
四
年
一
一
月
条
、
睿
宗
五
年
五
月
条
、
睿
宗
五
年
一
二
月
条
）。

撰
者
で
あ
る
尹
瓘
の
社
会
的
名
誉
が
傷
付
け
ら
れ
た
こ
と
で
、
義
天
の
門
徒
は
尹
瓘
の
名
が
刻
ま
れ
る
師
の
塔
碑
の
再
作
成
を
要
求
し

た
蓋
然
性
が
高
い
の
で
あ
る
）
39
（

。

　

次
に
、
②
澄
儼
の
上
奏
を
受
け
て
金
富
軾
撰
「
霊
通
寺
碑
」
作
成
が
決
定
し
た
仁
宗
三
年
か
ら
、
③
仁
宗
一
一
年
の
立
碑
に
至
る
ま

二
五
四
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で
足
か
け
九
年
も
の
歳
月
が
経
過
し
た
の
は
、
澄
儼
と
仁
州
李
氏
の
李
資
謙
の
対
立
が
背
景
に
あ
っ
た
。
李
資
謙
は
李
子
淵
の
孫
で
あ

り
、
李
資
義
と
は
従
兄
弟
の
関
係
に
あ
た
る
。
李
資
謙
の
娘
（
文
敬
王
后
）
と
睿
宗
の
間
に
生
ま
れ
た
王
子
が
即
位
し
て
仁
宗
と
な
る

と
、
李
資
謙
は
他
の
王
族
を
退
け
る
（『
高
麗
史
節
要
』
巻
八
、
仁
宗
即
位
年
一
二
月
条
、
仁
宗
九
年
二
月
条
）。
こ
れ
は
新
王
（
献
宗
）
と
外
戚

勢
力
（
仁
州
李
氏
）
と
を
排
除
し
て
他
の
王
族
（
粛
宗
）
が
王
位
を
簒
奪
し
た
過
去
（
李
資
義
の
乱
）
に
鑑
み
て
の
対
応
で
あ
ろ
う
。
李
資

謙
は
権
力
を
掌
握
す
る
に
あ
た
り
、
二
人
の
娘
（
延
徳
宮
主
と
廃
妃
李
氏
）
を
仁
宗
に
嫁
が
せ
る
と
と
も
に
、
李
資
義
の
時
と
同
様
に
仏

教
界
の
掌
握
を
目
指
し
た
）
40
（

。

　

そ
し
て
、
澄
儼
は
李
資
謙
一
派
と
の
対
立
か
ら
仁
宗
四
年
（
一
一
二
六
）
に
開
京
を
離
れ
て
全
州
の
帰
信
寺
に
退
い
た
）
41
（

。
澄
儼
が
帰
信

寺
に
退
い
て
間
も
な
い
仁
宗
四
年
二
月
に
、
李
資
謙
は
武
力
蜂
起
し
た
が
、
翌
年
鎮
圧
さ
れ
る
（
李
資
謙
の
乱
）。
李
資
謙
と
の
対
立
か

ら
開
京
を
離
れ
た
澄
儼
は
、
李
資
謙
の
乱
の
戦
後
処
理
が
片
付
い
た
仁
宗
九
年
（
一
一
三
一
）
に
興
王
寺
住
持
に
復
帰
し
た
）
42
（

。

　

関
係
者
の
社
会
的
名
誉
が
立
碑
に
関
係
す
る
と
い
う
塔
碑
の
性
質
を
踏
ま
え
る
と
、
金
富
軾
撰
「
霊
通
寺
碑
」
の
立
碑
が
仁
宗
一
一

年
で
あ
る
の
は
、
澄
儼
の
復
帰
を
要
因
と
し
よ
う
。
そ
し
て
、
仁
宗
九
年
に
「
僊
鳳
寺
碑
」
作
成
が
上
奏
さ
れ
る
の
も
澄
儼
の
復
帰
と

無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。

　

崔
箕
杓
（
二
〇
〇
六
：
三
六
一
〜
三
六
四
頁
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
国
清
寺
を
維
持
す
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
り
、
僊
鳳
寺
に
退
か
ざ

る
を
得
な
く
な
っ
た
天
台
宗
の
義
天
の
門
徒
が
、
天
台
宗
に
お
け
る
義
天
の
門
徒
の
正
統
性
を
内
外
に
示
す
た
め
に
作
成
さ
れ
た
の
が

「
僊
鳳
寺
碑
」
で
あ
っ
た
。
高
麗
国
内
最
大
規
模
の
寺
院
の
一
つ
で
あ
っ
た
国
清
寺
か
ら
一
地
方
寺
院
へ
と
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
僊

鳳
寺
の
僧
侶
に
と
っ
て
、
義
天
と
の
関
係
性
こ
そ
が
、
自
身
の
立
場
の
正
統
性
を
担
保
す
る
手
だ
て
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

二
五
五
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天
台
宗
の
み
な
ら
ず
華
厳
宗
の
義
天
の
弟
子
た
ち
も
、
義
天
の
権
威
に
依
存
す
る
こ
と
を
志
向
し
た
。
義
天
の
法
灯
を
継
い
だ
澄
儼

は
義
天
に
準
ず
る
待
遇
を
得
た
が
、
一
方
で
、
義
天
と
は
異
な
り
、
澄
儼
は
北
宋
へ
の
留
学
経
験
も
な
い
う
え
に
教
理
的
貢
献
も
知
ら

れ
な
い
。
そ
れ
で
も
澄
儼
は
、
華
厳
宗
・
天
台
宗
と
王
朝
と
を
繋
ぐ
役
割
を
果
た
し
た
。
学
僧
と
し
て
の
能
力
や
業
績
が
義
天
に
比
べ

て
不
足
し
て
い
て
も
、
義
天
や
国
王
と
の
血
縁
上
の
関
係
性
に
基
づ
く
政
治
的
影
響
力
は
継
承
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
華
厳
宗
の
僧

侶
が
「
慣
例
」
を
求
め
た
理
由
が
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　

八
、
む
す
び
に
か
え
て　
　

仁
宗
の
仏
教
政
策
と
し
て
の
宗
璘
の
出
家

　

本
稿
は
、
通
説
と
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
て
き
た
「
王
室
が
法
相
宗
か
ら
華
厳
宗
へ
と
提
携
先
を
転
換
し
た
」
と
い
う
理
解
の
図
式
へ

の
疑
問
を
出
発
点
と
し
、「
慣
例
」
成
立
に
至
る
高
麗
の
歴
史
的
展
開
を
、
可
能
な
限
り
詳
細
に
跡
付
け
る
こ
と
で
、
高
麗
王
朝
と
仏
教

界
と
の
相
互
補
完
関
係
の
様
相
に
迫
っ
た
。
義
天
の
門
弟
ら
は
、
澄
儼
と
義
天
や
国
王
と
の
血
縁
上
の
関
係
性
に
基
づ
く
政
治
的
影
響

力
の
継
承
を
目
指
し
、
利
権
を
伴
う
国
師
号
の
追
贈
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
王
朝
が
「
慣
例
」
を
容
認
し
た
背
景
を
考
察
す
る
こ
と
で
、
む
す
び
に
か
え
た
い
。

　

仁
宗
即
位
年
に
王
師
に
任
じ
ら
れ
た
の
は
禅
僧
の
学
一
で
あ
る
。
し
か
し
、
学
一
は
攘
災
招
福
を
求
め
た
王
朝
の
期
待
に
応
え
ら
な

か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
、
仁
宗
四
年
に
李
資
謙
の
乱
が
勃
発
す
る
と
引
退
を
決
意
し
た
）
43
（

。
こ
れ
を
受
け
て
仁
宗
は
仏
教
界
と
の
新
た
な

関
係
構
築
を
模
索
し
、
抜
擢
さ
れ
た
の
が
妙
清
で
あ
っ
た
。

　

妙
清
は
道
詵
の
風
水
地
理
説
を
習
得
し
た
と
称
す
る
僧
侶
で
、
西
京
（
平
壌
）
遷
都
・
称
帝
・
独
自
年
号
の
制
定
な
ど
仁
宗
の
権
威

二
五
六
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強
化
と
対
金
強
硬
路
線
を
主
張
し
、
王
朝
の
支
持
を
獲
得
し
た
。
し
か
し
、
妙
清
は
仁
宗
一
二
年
（
一
一
三
四
）
二
月
に
仁
宗
の
信
用
を

失
う
と
、
仁
宗
一
三
年
（
一
一
三
五
）
に
西
京
を
舞
台
と
し
た
反
乱
（
妙
清
の
乱
）
を
起
こ
し
て
破
局
を
迎
え
た
（
瀬
野
馬
熊
二
〇
一
一
：
三

一
頁
）。

　

妙
清
の
乱
勃
発
に
よ
り
、
仁
宗
は
仏
教
界
と
の
新
た
な
関
係
構
築
を
再
度
迫
ら
れ
た
。
こ
の
時
仁
宗
が
着
目
し
た
の
が
王
室
出
身
僧

侶
で
あ
っ
た
。
現
存
す
る
史
料
か
ら
確
認
さ
れ
る
限
り
、
妙
清
の
乱
が
平
定
さ
れ
る
仁
宗
一
四
年
（
一
一
三
六
）
時
点
で
存
命
が
確
実
視

さ
れ
る
王
室
出
身
僧
侶
は
華
厳
宗
の
澄
儼
（
四
七
歳
）
と
玄
応
（
年
齢
不
明
）、
禅
宗
の
之
印
（
三
五
歳
）、
法
相
宗
の
覚
観
（
一
六
歳
）
で

あ
り
）
44
（

、
高
麗
仏
教
界
の
主
要
宗
派
で
あ
る
華
厳
宗
・
禅
宗
・
法
相
宗
に
王
室
出
身
僧
侶
が
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
王
室
出
身
僧
侶
を
媒
介
と
す
る
仏
教
界
と
の
新
た
な
関
係
構
築
に
当
た
り
、
仁
宗
の
叔
父
で
あ
り
、
相
対
的
に
高
齢
の
澄

儼
と
玄
応
の
二
人
の
健
康
状
態
が
不
安
要
素
で
あ
っ
た
。
玄
応
は
仁
宗
一
七
年
に
、
澄
儼
は
仁
宗
一
九
年
に
そ
れ
ぞ
れ
亡
く
な
る
の
で
、

仁
宗
一
四
年
は
両
者
の
晩
年
に
当
た
る
。
そ
し
て
、
宗
璘
の
出
家
が
仁
宗
一
七
年
で
あ
る
の
は
、
そ
の
年
に
玄
応
が
亡
く
な
る
こ
と
と

無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。
玄
応
が
亡
く
な
り
、
玄
応
の
兄
弟
で
あ
る
澄
儼
の
死
の
可
能
性
に
直
面
し
た
仁
宗
は
、
急
ぎ
澄
儼
の
後
継
者

た
り
得
る
王
族
を
探
し
た
の
で
あ
る
。

　

仁
宗
に
と
っ
て
「
慣
例
」
は
、
妙
清
の
乱
後
の
社
会
変
化
に
応
じ
て
仏
教
界
と
の
関
係
を
再
構
築
し
た
こ
と
の
産
物
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
、
華
厳
宗
・
禅
宗
・
法
相
宗
に
送
り
込
ま
れ
た
王
室
出
身
僧
侶
を
媒
介
と
す
る
仏
教
界
支
配
の
構
図
は
、
当
時
一
三
歳
で
あ
っ
た

宗
璘
の
出
家
に
よ
り
長
期
に
亘
る
継
続
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
な
お
、
華
厳
宗
・
禅
宗
・
法
相
宗
そ
れ
ぞ
れ
の
王
室
出
身
僧

侶
の
待
遇
は
平
等
で
は
な
く
、
中
で
は
義
天
の
法
灯
を
継
ぐ
華
厳
宗
の
王
室
出
身
僧
侶
が
、
生
前
・
死
後
を
問
わ
ず
に
優
遇
さ
れ
た
。

二
五
七
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ま
さ
し
く
高
麗
に
お
け
る
義
天
の
社
会
的
影
響
力
の
大
き
さ
を
示
す
と
と
も
に
、
義
天
に
準
じ
た
待
遇
を
要
求
し
た
澄
儼
ら
の
活
動
が

こ
こ
に
結
実
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
慣
例
」
は
義
天
の
門
徒
と
仁
宗
の
利
害
関
係
が
一
致
し
た
こ
と
で
成
立
し
た
。
仁
宗
死
後
の
「
慣
例
」
の
展
開
、
ひ

い
て
は
高
麗
王
朝
と
仏
教
界
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
ず
る
。

註（1
）　

小
君
と
は
、
高
麗
国
王
と
身
分
の
卑
し
い
女
性
の
間
に
生
ま
れ

て
僧
侶
と
な
っ
た
者
の
呼
称
で
あ
る
。
正
室
と
の
間
に
生
ま
れ
て
僧

侶
と
な
っ
た
王
子
僧
と
は
待
遇
に
大
き
な
差
が
あ
っ
た
。
小
君
に
つ

い
て
は
李
貞
蘭
（
二
〇
〇
三
）
参
照
。

（
2
）　

南
東
信
（
二
〇
一
五
）
は
王
室
子
弟
の
出
家
の
動
機
を
①
宗
教

的
動
機
（
王
室
や
国
家
の
た
め
の
攘
災
招
福
）
と
②
世
俗
的
動
機
（
王

位
継
承
を
巡
る
争
い
を
未
然
に
防
ぐ
「
政
治
的
排
除
」、
社
会
経
済
的

特
権
や
財
産
を
宗
教
的
分
野
で
相
続
さ
せ
る
「
経
済
的
保
障
」）
の
二

種
類
に
求
め
る
。

（
3
）　

義
天
の
生
涯
を
包
括
的
に
扱
う
研
究
と
し
て
は
内
藤
雋
輔
（
一

九
六
一
）、
大
屋
徳
城
（
一
九
八
八
）、
崔
柄
憲
（
一
九
八
六
）
な
ど

が
今
な
お
高
い
学
術
的
価
値
を
有
す
る
。

（
4
）　

南
東
信
（
二
〇
一
五
：
一
〇
一
〜
一
〇
三
頁
）
参
照
。

（
5
）　

紙
幅
の
都
合
上
、
詳
し
い
検
討
は
控
え
る
が
以
下
に
問
題
点
を

簡
潔
に
述
べ
た
い
。
ま
ず
、
高
麗
王
朝
成
立
前
後
に
お
い
て
王
室
が

法
相
宗
を
信
仰
し
て
い
た
と
の
議
論
は
史
料
的
根
拠
が
薄
弱
で
あ
る

と
い
う
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
南
東
信
（
二
〇
一
五
：
九
一
〜
九
三

頁
）
に
お
い
て
論
拠
と
し
て
示
さ
れ
た
史
料
は
、
全
て
後
代
に
作
成

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
高
麗
王
朝
成
立
前
後
に
お
い
て
王

家
と
の
関
係
が
深
か
っ
た
の
は
禅
宗
で
あ
り
、
顕
宗
が
即
位
し
て
以

降
に
王
朝
と
法
相
宗
と
の
結
び
つ
き
が
強
ま
る
と
考
え
る
の
が
穏
当

で
あ
ろ
う
。

（
6
）　
「
韶
顕
碑
文
」
延
德
宮
第
六
王
子
、
投
師
門
而
出
家
。
卽
今
俗
離

山
法
住
寺
住
持
導
生
僧
統
是
也
。

ま
た
、「
韶
顕
碑
文
」
の
陰
記
の
名
簿
の
筆
頭
に
導
生
僧
統
窺
の
名
が

あ
る
。

（
7
）　

韶
顕
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
研
究
と
し
て
崔
柄
憲
（
二
〇
〇

二
五
八
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六
）
が
重
要
で
あ
る
。
仁
州
李
氏
に
つ
い
て
は
藤
田
亮
策
（
一
九
六

三
）
参
照
の
こ
と
。

（
8
）　
「
般
若
寺
元
景
王
師
碑
文
」（
李
智
冠
二
〇
〇
〇
b
：
七
二
〜
七

九
頁
所
収
）
睿
王
代
、
能
以
花
嚴
大
敎
、
補
益
國
家
者
多
矣
。
予
其

敢
忘
耶
。
…
…
睿
王
之
在
東
宮
也
、
遊
心
於
花
嚴
敎
。

（
9
）　
「
龍
寿
寺
開
創
碑
」（
崔
鈆
植
編
二
〇
一
三
：
一
五
三
〜
一
七
三

頁
所
収
）
先
祖
睿
王
、
嘗
爲
膺
公
、
剏
立
覺
華
、
俾
弘
揚
華
嚴
敎
理
。

（
10
）　

墓
誌
等
が
現
存
し
な
い
覚
倪
に
つ
い
て
は
、
不
明
な
点
が
多
い
。

『
高
麗
史
』
巻
一
八
、
毅
宗
一
八
年
三
月
丙
午
条
か
ら
、
法
泉
寺
住
持

を
歴
任
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
法
泉
寺
は
海
麟
の
塔
碑
が
建
立
さ

れ
た
法
相
宗
の
有
力
寺
院
で
あ
り
、
覚
倪
が
法
相
宗
僧
侶
で
あ
っ
た

こ
と
は
確
実
視
さ
れ
る
。

（
11
）　
「
広
智
大
禅
師
之
印
墓
誌
銘
」（
李
智
冠
二
〇
〇
〇
b
：
三
四
八

〜
三
五
〇
頁
所
収
）
考
聖
祖
睿
王
。
母
殷
氏
、
爲
王
之
媵
。
以
契
丹

乾
統
壬
午
夏
六
月
二
十
六
日
、
誕
於
私
第
。
師
生
而
岐
嶷
、
不
喜
葷

血
、
體
貌
言
音
、
酷
似
睿
王
。
睿
王
鍾
愛
之
。
年
九
歲
、
命
投
慧
炤

國
師
祝
髮
、
學
禪
那
法
、
道
機
夙
成
、
若
天
稟
然
。
年
十
五
、
中
佛

選
。
己
亥
歲
、
詔
住
法
住
寺
。

※
乾
統
壬
午
は
粛
宗
七
年
に
、
己
亥
歲
は
睿
宗
一
四
年
に
相
当
す
る
。

（
12
）　
「
玄
化
寺
覚
観
僧
統
墓
誌
銘
」（
李
智
冠
二
〇
〇
〇
b
：
三
六
八

〜
三
六
九
頁
所
収
）
當
睿
廟
十
五
年
辛
丑
十
一
月
九
日
誕
生
。

※
辛
丑
は
睿
宗
一
六
年
に
相
当
す
る
。

（
13
）　
「
円
証
僧
統
徳
謙
墓
誌
銘
」（
李
智
冠
二
〇
〇
〇
b
：
三
〇
〇
〜

三
〇
三
頁
所
収
。
以
下
「
徳
謙
墓
誌
」）
及
仁
王
初
、
國
戚
李
氏
擅

權
、
其
子
爲
浮
屠
者
、
居
玄
化
。
倚
勢
乘
威
、
劫
諸
老
師
有
德
爲
門

弟
。
故
趨
炎
炙
手
者
、
日
盈
其
門
。
師
獨
厲
色
叱
之
曰
「
師
之
所
存
、

道
之
所
存
也
。
安
有
逹
士
、
迫
於
豪
强
、
反
爲
兒
子
門
眷
耶
」。
李
氏

子
大
惡
之
、
欲
中
傷
之
者
數
矣
。
…
…
是
年
夏
五
月
李
黨
敗
、
仁
王

嘉
之
、
加
三
重
大
師
、
移
住
大
興
寺
、
又
加
首
座
。
每
詔
赴
闕
、
咨

問
妙
理
。

（
14
）　

覚
観
の
出
家
年
の
箇
所
は
判
読
不
能
で
あ
る
。
高
麗
で
は
一
〇

歳
未
満
の
出
家
も
確
認
さ
れ
る
一
方
で
、
一
般
的
に
は
一
五
歳
か
ら

出
家
が
許
さ
れ
た
（
許
興
植
一
九
八
六
a
：
三
一
九
頁
）。
李
資
謙

の
乱
が
発
生
し
た
仁
宗
三
年
時
点
で
覚
観
は
六
歳
で
あ
る
。
睿
宗
代

に
出
家
し
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
が
、
覚
観
の
出
家
は
李
資
謙

の
乱
鎮
圧
以
後
に
行
な
わ
れ
た
蓋
然
性
が
高
い
。
本
稿
で
は
仁
宗
代

に
出
家
し
た
も
の
と
す
る
。
下
限
は
、
僧
科
に
合
格
し
た
仁
宗
一
五

年
の
前
年
（
仁
宗
一
四
年
）
で
あ
る
。

（
15
）　

一
例
と
し
て
「
高
達
院
元
宗
大
師
碑
陰
」（
李
智
冠
二
〇
〇
〇

a
：
二
五
〜
二
七
頁
所
収
）
の
次
の
記
述
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。「
高

達
院
元
宗
大
師
碑
陰
」　

乾
德
九
年
歲
次
辛
未
、
十
月
二
十
一
日
、
於

元
和
殿
、
開
讀
大
藏
經
時
、
皇
帝
陛
下
詔
曰
「
國
內
寺
院
、
唯
有
三

二
五
九
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處
、
只
留
不
動
、
門
下
弟
子
相
續
住
持
、
代
代
不
絕
。
以
此
爲
矩
、

所
謂
高
逹
院
・
曦
陽
院
・
道
峰
院
。
住
持
三
寶
、
須
憑
國
主
之
力
」。

（
16
）　
「
宗
璘
碑
文
」
年
甫
十
三
、
設
□
院
□
請
□
爲
沙
門
。
仁
廟
嘗
恐

大
覺
餘
風
無
人
得
嗣
。
及
是
欣
然
命
圓
明
國
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
日
□
喜
文
字
。
年
當
十
五
、
就
佛
日
寺
受
戒
。
乃
辛

酉
十
二
月
也
。

※
受
戒
し
た
辛
酉
年
は
仁
宗
一
九
年
で
あ
る
の
で
、
出
家
し
た
の
は

二
年
前
の
仁
宗
一
七
年
と
な
る
。

（
17
）　
「
澄
儼
墓
誌
」
二
十
一
日
入
滅
。
顏
色
如
平
時
。
享
年
五
十
有

二
。
上
聞
之
震
悼
、
不
視
朝
三
日
。
册
贈
國
師
、
諡
曰
圓
明
。
勑
吊

會
葬
、
一
如
大
覺
故
事
。

（
18
）　

そ
の
典
型
例
と
し
て
「
雲
門
寺
円
応
国
師
碑
文
」（
李
智
冠
二
〇

〇
〇
b
：
二
六
〇
〜
二
七
一
頁
所
収
。
以
下
「
学
一
碑
文
」）
の
以

下
の
記
述
が
参
考
と
な
ろ
う
。「
学
一
碑
文
」
越
明
年
正
月
二
十
四

日
、
□
使
備
禮
、
册
爲
國
師
、
贈
諡
圓
應
。
…
…
閱
世
九
十
三
、
坐

八
十
二
夏
。
門
人
狀
其
師
之
行
、
奏
以
立
碑
事
、
仁
王
命
臣
彥
頤
撰
。

（
19
）　
「
澄
儼
墓
誌
」
臣
權　

適
奉　

敎
撰
。

（
20
）　
「
海
鱗
碑
文
」
是
以
故
守
大
師
門
下
侍
中
追
贈
中
書
令
章
和
公
李

諱
子
淵
、
遂
許
第
五
男
、
遄
令
落
髮
。
竚
望
摳
衣
、
爲
神
足
以
服
勤
、

謁
法
身
而
鑽
仰
、
何
者
。
今
金
山
寺
住
持
三
重
大
師
韶
顯
、
是
也
。

※
重
熙
一
四
年
は
靖
宗
一
一
年
（
一
〇
四
五
）
に
相
当
す
る
。

（
21
）　
「
韶
顕
碑
文
」
年
甫
十
一
、
就
海
安
寺
麟
公
所
落
髮
。
麟
公
卽
故

法
泉
寺
國
師
、
諡
智
光
、
諱
海
麟
也
。

※
韶
顕
の
生
年
は
一
〇
三
八
年
な
の
で
、
文
宗
二
年
（
一
〇
四
八
）

が
出
家
の
年
に
相
当
す
る
。

（
22
）　
「
海
鱗
碑
文
」
重
熙
二
十
三
年
南
呂
月
、
有
聖
勑
、
移
住
玄
化

寺
。
師
固
辭
不
得
。
迺
捨
騮
馬
一
疋
、
先
納
于
寺
。
俄
有
一
比
丘
來

申
賀
謝
、
須
臾
不
知
所
去
。
此
則
聖
僧
之
靈
驗
也
。
入
院
後
夜
分
、

魂
栩
之
際
、
與
一
僧
同
遊
則
傍
有
神
人
吿
曰
「
而
國
師
也
、
彼
王
師

也
」。
窹
則
言
猶
在
耳
。
嘉
兆
首
稱
於
瑞
錄
、
吉
音
漏
溢
於
環
區
矣
。

※
重
熙
二
三
年
は
文
宗
八
年
に
相
当
す
る
。

（
23
）　
「
海
鱗
碑
文
」
淸
寧
二
年
十
月
日
、
上
謂
之
曰
「
鵬
耆
則
非
法
、

無
以
救
迷
、
鷇
聖
則
非
師
、
無
以
請
益
。
苟
能
悟
法
者
、
可
以
爲
師

乎
」。
特
降
國
書
諮
請
。
…
…
師
膠
讓
不
獲
命
。
卽
以
十
一
月
四
日
、

大
駕
行
幸
于
內
帝
釋
院
、
備
禮
拜
爲
王
師
。
…
…
（
淸
寧
）
四
年
五

月
初
一
日
、
上
欲
封
爲
王
師
、
致
書
三
請
。
以
是
月
十
九
日
、
備
金

駕
、
親
幸
奉
恩
寺
、
封
我
所
爲
國
師
、
封
靈
通
寺
主
僧
統
爛
圓
爲
王

師
者
、
涓
辰
並
授
於
丕
稱
、
兩
相
合
矣
。
同
日
秪
承
於
摯
寵
、
二
美

顯
焉
。
觀
其
所
由
、
歎
未
曾
有
。
嚮
所
夢
神
人
之
吉
語
、
必
讖
此
矣
。

同
遊
之
僧
、
靈
通
寺
主
、
是
也
。

※
清
寧
二
年
は
文
宗
一
〇
年
に
、
清
寧
四
年
は
文
宗
一
二
年
に
相
当

す
る
。

二
六
〇



63

高
麗
に
お
け
る
王
室
出
身
華
厳
宗
僧
侶
へ
の
国
師
号
追
贈
の
慣
例
成
立
に
つ
い
て
　
　
中
村

東洋学報　第104巻３号　高麗における王室出身華厳宗僧侶への国師号追贈の～　念校

（
24
）　
「
海
鱗
碑
文
」
是
歲
十
月
二
十
三
日
、
晏
陰
右
臥
而
寢
。
此
夜
零

雨
其
濛
、
師
窹
而
跌
坐
、
謂
弟
子
曰
「
□
□
□
□
」。
答
曰
「
雨
也
」。

聞
言
則
示
化
矣
。
…
…
報
年
八
十
七
、
僧
臘
七
十
二
。

（
25
）　

洪
円
寺
は
順
宗
の
願
刹
で
あ
り
弘
円
寺
と
も
記
す
（
内
藤
雋
輔

一
九
六
一
：
三
三
〜
三
四
頁
、
註
三
参
照
）。
興
王
寺
の
す
ぐ
西
に
所

在
し
た
（『
宣
和
奉
使
高
麗
図
経
』
巻
一
七
、
祠
宇
、
王
城
内
外
諸

寺
）。

（
26
）　
「
霊
通
寺
大
覚
国
師
碑
文
」（
李
智
冠
二
〇
〇
〇
b
：
一
一
六
〜

一
三
四
頁
所
収
。
以
下
、
金
富
軾
撰
「
霊
通
寺
碑
」）
甲
戌
春
二
月
、

初
入
洪
圓
寺
。
其
敎
學
如
故
居
興
王
。
…
…
夏
五
月
退
居
海
印
寺
、

溪
山
自
適
、
浩
然
有
終
焉
之
志
。
獻
王
再
徴
不
能
致
。

（
27
）　
「
韶
顕
碑
文
」
壽
昌
元
年
乙
亥
冬
十
月
、
聖
考
肅
宗
、
慶
襲
宗

社
、
心
歸
佛
法
、
□
□
□
□
。
召
師
爲
法
主
、
講
『
仁
王
經
』
者
、

禱
天
祚
業
故
也
。

※
壽
昌
元
年
は
粛
宗
即
位
年
に
相
当
す
る
。

（
28
）　

義
天
は
粛
宗
即
位
後
に
た
び
た
び
政
治
に
参
与
し
た
。
な
か
で

も
海
東
通
宝
の
導
入
の
建
議
は
名
高
い
（
内
藤
雋
輔
一
九
六
一
：
六

三
〜
六
六
頁
な
ど
参
照
）。

（
29
）　

金
富
軾
撰
「
霊
通
寺
碑
」
丁
丑
夏
五
月
、
住
持
國
清
寺
、
初
講

天
台
敎
。

※
丁
丑
年
は
粛
宗
二
年
に
相
当
。「
国
清
寺
啓
講
辞
」（『
大
覚
国
師
文

集
』
巻
三
、
辞
、
所
収
）
は
こ
の
時
の
も
の
で
あ
る
。

（
30
）　

故
居
頓
・
神
□
・
靈
巖
・
高
逹
・
智
谷
五
法
眷
名
公
學
徒
、
因

　

命
會
合
。
其
外
直
投
大
覺
門
下
諸
山
名
公
學
徒
三
百
餘
人
。
與
前

五
門
學
徒
、
無
慮
一
千
人
。

（
31
）　
「
僊
鳳
寺
碑
」
於
是
募
可
與
弘
道
者
、
德
麟
・
翼
宗
・
景
蘭
・
連

妙
各
率
其
徒
、
齒
於
弟
子
。
太
后
尋
舊
大
願
、
欲
起
伽
藍
、
弘
揚
宗

敎
、
其
號
曰
國
淸
。

（
32
）　
「
僊
鳳
寺
碑
陰
」
乾
統
元
年
辛
巳
大
覺
始
擧
宏
綱
、
抄
學
優
者
一

百
人
、
坐
奉
恩
寺
、
以
宗
經
論
一
百
二
十
卷
、
試
取
賢
良
四
十
餘
人
。

※
乾
統
元
年
は
粛
宗
六
年
に
相
当
す
る
。
高
麗
に
お
い
て
実
施
さ
れ

た
僧
侶
の
登
用
試
験
で
あ
る
僧
科
に
関
し
て
は
許
興
植
（
一
九
八
六

b
：
三
五
六
〜
三
九
〇
頁
）
参
照
。

（
33
）　

金
富
軾
撰
「
霊
通
寺
碑
」
冬
十
月
五
日
壬
辰
、
右
脇
而
化
。
享

年
四
十
七
、
僧
臘
三
十
六
。
…
…
册
爲
國
師
、
諡
曰
大
覺
。

（
34
）　

玄
応
に
つ
い
て
は
「
帰
法
寺
寂
炤
首
座
玄
応
墓
誌
銘
」（
李
智
冠

二
〇
〇
〇
b
：
二
一
六
頁
所
収
）
に
、
粛
宗
の
息
子
で
あ
り
、
開
京

の
帰
法
寺
住
持
と
し
て
仁
宗
一
七
年
二
月
一
三
日
に
亡
く
な
り
、
荼

毘
に
付
し
て
埋
葬
さ
れ
た
、
こ
と
が
簡
潔
に
記
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

帰
法
寺
は
華
厳
宗
の
寺
院
で
あ
り
、
玄
応
が
華
厳
宗
僧
侶
で
あ
っ
た

こ
と
が
判
明
す
る
。
玄
応
の
生
年
と
師
弟
関
係
は
不
明
で
あ
る
。

（
35
）　
「
国
清
寺
妙
応
大
禅
師
教
雄
墓
誌
銘
」（
李
智
冠
二
〇
〇
〇
b
：

二
六
一
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二
四
二
〜
二
四
四
頁
所
収
）
无
何
宗
禪
師
入
寂
、
門
弟
以
身
徇
利
、

皆
紛
竟
適
他
。
唯
師
守
正
、
不
爲
勢
遷
。
時
有
一
宗
長
、
以
師
傑
然

獨
立
不
禮
於
其
門
爲
疾
、
將
害
之
而
未
果
、
適
乘
時
執
事
、
貶
住
洪

州
白
嵓
寺
。
寺
在
山
谷
閒
。
虎
豹
之
害
、
往
往
有
之
。
師
恬
然
自
若
、

住
七
年
許
。
…
…
天
慶
五
年
中
、
圓
明
國
師
聞
之
、
謂
師
之
德
行
、

可
以
範
儀
於
當
世
、
以
薦
帝
左
右
。
睿
考
於
是
授
三
重
大
師
、
仍
轉

華
藏
寺
。

※
天
慶
五
年
は
睿
宗
一
〇
年
に
相
当
す
る
。

（
36
）　

金
富
軾
撰
「
霊
通
寺
碑
」
上
嗣
位
之
四
年
乙
巳
、
秋
七
月
庚
午
、

竝
篆
額
大
覺
國
師
門
人
都
僧
統
澄
儼
等
、
師
之
行
事
、
以
聞
。
曰
「
吾

先
師
卽
世
久
矣
。
而
碑
銘
未
著
、
常
懼
其
德
業
有
所
磨
滅
而
不
記
。

惟
上
哀
憐
之
、
使
之
裒
撰
、
以
示
久
遠
」。
上
曰
「
嗚
呼
。
師
於
余
爲

從
祖
、
而
遺
功
餘
烈
、
炳
然
可
觀
。
其
可
蓋
而
不
章
乎
」。
遂
授
臣
富

軾
以
行
狀
曰
「
汝
其
銘
之
」。

※
上
嗣
位
之
四
年
乙
巳
は
仁
宗
三
年
に
相
当
す
る
。

（
37
）　

妙
清
の
乱
に
つ
い
て
は
瀬
野
馬
熊
（
二
〇
一
一
）
が
古
典
的
研

究
で
あ
る
。

（
38
）　

妙
淸
叛
。
詔
以
金
富
軾
・
任
元
敱
爲
帥
、
彥
頤
爲
佐
討
之
。
先

是
、
瓘
奉
詔
撰
「
大
覺
國
師
碑
」。
不
工
。
其
門
徒
密
白
王
、
令
富
軾

改
撰
。
時
瓘
在
相
府
、
富
軾
不
讓
。
遂
撰
。
彥
頤
心
嗛
之
。
一
日
、

王
幸
國
子
監
、
命
富
軾
講
『
易
』、
令
彥
頤
問
難
。
彥
頤
頗
精
於

『
易
』、
辨
問
縱
橫
、
富
軾
難
於
應
答
、
汗
流
被
面
。
及
彥
頤
爲
幕
下
、

富
軾
奏
「
彥
頤
與
鄭
知
常
、
深
相
結
納
。
罪
不
可
赦
」。
於
是
、
貶
梁

州
防
禦
。

（
39
）　

塔
碑
そ
の
も
の
の
性
質
に
着
目
し
た
研
究
と
し
て
崔
鈆
植
（
二

〇
一
三
）
が
あ
る
。
崔
鈆
植
は
以
下
の
よ
う
に
論
ず
る
。
塔
碑
建
立

は
該
寺
院
に
対
し
て
住
持
職
の
独
占
的
継
承
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

故
に
王
朝
が
管
理
す
る
開
城
の
主
要
寺
院
に
塔
碑
を
建
立
す
る
こ
と

は
、
王
朝
が
該
寺
院
に
人
事
権
を
一
定
程
度
委
譲
す
る
こ
と
で
あ
り
、

王
朝
に
よ
る
仏
教
界
の
統
制
が
弛
緩
す
る
こ
と
に
繋
が
る
た
め
、
原

則
的
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
唯
一
の
例
外
は
義
天
の
両
「
霊
通
寺

碑
」
で
あ
る
。
金
冨
軾
撰
「
霊
通
寺
碑
」
建
立
に
至
る
紆
余
曲
折
の

原
因
は
開
城
の
主
要
寺
院
で
あ
る
霊
通
寺
に
建
立
し
た
こ
と
自
体
に

求
め
ら
れ
る
（
崔
鈆
植
二
〇
一
三
：
三
〇
〜
三
一
頁
）。「
霊
通
寺
碑
」

作
成
に
つ
い
て
俯
瞰
的
に
論
じ
た
も
の
と
し
て
傾
聴
す
べ
き
見
解
で

あ
ろ
う
。

（
40
）　

仁
宗
二
年
七
月
に
李
資
謙
の
一
族
が
高
位
に
冊
封
さ
れ
た
際
に
、

李
資
謙
の
子
で
法
相
宗
僧
侶
の
義
荘
が
首
座
と
な
る
（『
高
麗
史
節

要
』
巻
九
、
仁
宗
二
年
七
月
条
）。
そ
し
て
義
荘
が
玄
化
寺
に
入
る

と
、
多
く
の
僧
侶
は
義
荘
に
取
り
入
っ
た
（
前
掲
註
（
13
）「
徳
謙
墓

誌
」
参
照
）。

（
41
）　

李
資
謙
の
乱
と
仏
教
の
関
係
に
つ
い
て
は
崔
柄
憲
（
一
九
七
五
）

二
六
二
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参
照
の
こ
と
。

（
42
）　
「
澄
儼
墓
誌
」
辛
亥
上
旣
平
禍
亂
、
英
斷
萬
機
。
遣
中
使
召
還
京

師
居
興
王
寺
。

（
43
）　
「
学
一
碑
文
」
四
月
□
□
仁
王
卽
立
、
追
述
先
志
。
七
月
七
日
遣

中
使
以
書
致
意
、
越
明
日
如
之
。
師
具
狀
辭
免
、
至
于
再
三
。
十
二

日
備
禮
儀
、
册
爲
王
師
。
…
…
大
金
天
會
四
年
丙
午
、
乞
歸
老
雲
門
、

上
不
允
謂
「
安
南
瓊
嵒
、
距
京
師
不
遠
」。
許
師
抒
住
、
自
便
往
來
。

※
天
会
四
年
は
仁
宗
四
年
に
相
当
す
る
。

（
44
）　

前
掲
註
（
14
）
に
示
し
た
よ
う
に
、
覚
観
の
出
家
年
の
下
限
は

仁
宗
一
四
年
で
あ
る
。

【
主
要
参
考
文
献
一
覧
】

（
日
本
語
：
五
十
音
順
）

大
屋
徳
城
（
一
九
八
八
）『
大
屋
徳
城
著
作
選
集
7　

高
麗
続
蔵
雕
造

攷
』
国
書
刊
行
会
（
原
載
『
高
麗
続
蔵
雕
造
攷
』
便
利
堂
、
一
九
三

七
年
）

瀬
野
馬
熊
（
二
〇
一
一
）「
高
麗
妙
清
の
乱
に
就
い
て
」『
復
刻
版
瀬
野

馬
熊
遺
稿
』
韓
国
併
合
史
研
究
資
料
八
七
、
龍
渓
書
舎
（
論
文
初
出

一
九
二
九
、
一
九
三
〇
年
）

豊
島
悠
果
（
二
〇
一
七
）「
金
朝
の
外
交
制
度
と
高
麗
使
節　
　

一
二
〇

四
年
賀
正
使
節
行
程
の
復
元
試
案　
　

」『
高
麗
王
朝
の
儀
礼
と
中

国
』
汲
古
書
院
（
論
文
初
出
二
〇
一
四
年
）

崔
柄
憲
（
一
九
八
六
）　

崔
柄
憲
著
、
平
木
實
訳
「
大
覚
国
師
義
天
の
天

台
宗
創
立
と
仏
教
界
の
改
編
」『
朝
鮮
学
報
』
一
一
八

内
藤
雋
輔
（
一
九
六
一
）「
高
麗
の
大
覚
国
師
に
関
す
る
研
究
」『
朝
鮮

史
研
究
』
東
洋
史
研
究
会
（
論
文
初
出
一
九
二
四
、
一
九
二
五
年
）

南
東
信
（
二
〇
一
五
）　

南
東
信
著
、
赤
羽
目
匡
由
訳
「
高
麗
時
代
の
王

室
と
華
厳
宗
」『
仏
教
文
明
と
世
俗
秩
序　
　

国
家
・
社
会
・
聖
地
の

形
成　
　

』
勉
誠
出
版

藤
田
亮
策
（
一
九
六
三
）「
李
子
淵
と
其
の
家
系
」『
朝
鮮
学
論
考
』
藤

田
先
生
記
念
事
業
会
（
論
文
初
出
一
九
三
三
、
一
九
三
四
年
）

矢
木
毅
（
二
〇
〇
八
）「
高
麗
睿
宗
期
に
お
け
る
意
思
決
定
の
構
造
」『
高

麗
官
僚
制
度
研
究
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
（
論
文
初
出
一
九
九
三

年
）

（
朝
鮮
語
：
가
나
다
順
）

金
秉
仁
（
二
〇
〇
三
）『
高
麗
睿
宗
代
政
治
勢
力
研
究　
　

韓
安
人
과と 

李
資
謙
을を 

중中

心

に

심
으
로　
　

』
景
仁
文
化
社

南
東
信
（
二
〇
一
九
）「
고高

麗려 

중中

期기
法
相
宗
（
慈
恩
宗
）
과と 

海
麟
」『
韓

国
史
論
』
六
五

朴
胤
珍
（
二
〇
〇
六
a
）「
高
麗
前
期 

王
師
・
国
師
의の 

사事

例

と
례
와 

기機

能능
」

『
高
麗
時
代
王
師
・
国
師
研
究
』
景
仁
文
化
社
（
論
文
初
出
二
〇
〇
四

年
）

二
六
三
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朴
胤
珍
（
二
〇
〇
六
b
）「
高
麗
後
期 

王
師
・
国
師
의の 

사事

例

と
례
와 

기機

能능
의の 

변変

化화
」『
高
麗
時
代
王
師
・
国
師
研
究
』
景
仁
文
化
社
（
論
文
初
出
二

〇
〇
五
年
）

朴
胤
珍
（
二
〇
〇
八
）「
高
麗
時
代 

승僧

侶

の
려
의 

血
族
間 

師
承
과と 

그そ
の 

意
味
」

『
韓
国
史
研
究
』
一
四
二

李
貞
蘭
（
二
〇
〇
三
）「
高
麗
時
代
의の 

小
君
과と 

国
庶
」『
韓
国
史
研
究
』

一
二
二

李
智
冠
（
二
〇
〇
〇
a
）『
校
勘
訳
註
歴
代
高
僧
碑
文
（
高
麗
篇
2
）』

伽
山
仏
教
文
化
研
究
院
（
初
版
一
九
九
五
年
）

李
智
冠
（
二
〇
〇
〇
b
）『
校
勘
訳
註
歴
代
高
僧
碑
文
（
高
麗
篇
3
）』

伽
山
仏
教
文
化
研
究
院
（
初
版
一
九
九
六
年
）

崔
箕
杓
（
二
〇
〇
六
）「
大
覚
国
師
의の 

遺
骨
安
葬
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slips, which include roughly the same number of “two-line” slips with a ridge 

and without a ridge, and the Juyan Han slips, which include almost no “two-

line” slips with a ridge. In the case of the Xuanquan 懸泉 Han slips from 

Dunhuang, wood from the tamarisk (hongliu 紅柳; Tamarix ramosissima) is 

used in more than 70% of the “two-line” slips with ridges, and few of them 

have been made from spruce (song 松; Picea neoveitchii or Picea crassifolia), 

used in many of the “two-line” slips without a ridge. In addition, the “two-

line” slips with ridges are narrower than those without a ridge. In view of these 

facts, it is to be surmised that in order to make effective use of the branches of 

the tamarisk, which, properly speaking, are unsuitable for making “two-line” 

slips because they are comparatively narrow, and produce “two-line” slips, the 

branches were processed in the same way as “two-line” bamboo slips so as to 

add ridges to them. It was for this reason that regional differences in shape 

arose among slips of the same type.

     When one examines the reasons for these differences, it is to be sur-

mised that differences in regional conditions lay behind them. That is to say, 

the Juyan region belonged to Zhangye Commandery, where a transportation 

route had been established to the Qilian 祁連 Mountains where spruce suitable 

for making wide “two-line” slips were produced, whereas Dunhuang Com-

mandery did not have a large supply of spruce because it was a long way from 

the Qilian Mountains and use could not be made of transportation by water or 

some other means.

On the Establishment of the Practice of the Appointment of Guksa to

a Monk from the Royal Family in the Goryeo Dynasty

NAKAMURA Shinnosuke

     Goryeo was a country that existed on what is now known as the Korean 

Peninsula for 475 years, from 918 to 1392. For the sake of the prosperity and 
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stability of the ruling dynasty, Goryeo focused on the establishment of close 

relationships with the Buddhist community, which provided assistance to the 

lay regime. The Buddhist community flourished under the royal patronage. 

The state preceptor (Kor. guksa) was the highest-ranking Buddhist monk in 

Goryeo, who was honored to be a teacher of the Goryeo king. The Goryeo 

Dynasty granted various privileges not only to the Buddhist monk who was 

appointed as guksa, but also to his disciples. Therefore, disciples lobbied for 

the nomination of their masters for the position of guksa. On the contrary, the 

dynasty was able to control the Buddhist community by bestowing favor upon 

it.

     This paper focuses on the practice of the complementary relationship 

between the Goryeo Dynasty and the Buddhist community: a royal family 

member who did not succeed to the throne become an ordained Buddhist 

monk of the Huayan 華嚴 sect, and after his death, he was immediately post-

humously appointed to the position of guksa, the highest honorary position in 

the Goryeo Buddhist community. This practice was confirmed only in the 

eleventh–thirteenth centuries. This study traces, in as much detail as possible, 

the political process from Daegakguksa 大覺國師 Uicheon’s 義天 ordination 

(1065) to the conferral of the guksa upon Jing’eom 澄儼 (1141) over a period 

of about eighty years and thus approaches the aspect of the complementary 

relationship between the Goryeo Dynasty and Buddhist community.

     The results of the study revealed the following two points. (1) The dis-

ciples of Uicheon sought to inherit political influence based upon the blood 

relationship between Uicheon and the king. They also sought the additional 

conferral of the guksa, which entailed concessions. (2) Injong 仁宗 (r. 1122–

1146), who was forced to establish a new relationship with the Buddhist com-

munity because of the rebellions of Lee Jagyeom 李資謙 and Myocheong 妙
淸, made Buddhist monks from the royal family to join Huayan, Zen 禪, and 

Weishi (or Faxiang 法相) sects, aiming to use them as intermediaries in the 

establishment of a dominant structure in the Buddhist community. In other 

words, this practice was established because of the coincidence of interests 
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between Injong and the disciples of Uicheon.
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